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ま え が き 

 
 我が国の人口は、平成 20 年をピークに減少しており、今後も減少が見込まれている。この

ような人口減少社会の中で社会の活力を維持し、持続的な成長を実現していくためには、高

年齢者や女性が活躍できる機会を確保し、その能力が十分に生かせるようにすることが不可

欠である。特に、人口の高齢化の進行を踏まえると、多様な形態で高年齢者の雇用・就業を

促進していくことが重要である。 

 既に、平成 24 年に、高年齢者雇用安定法が改正され、企業における希望者全員の 65 歳ま

での雇用確保措置の制度化が図られたところである。一方、団塊の世代は平成 24 年に 65 歳

となり、企業における継続雇用の終了を迎えている。大きなボリュームのある高年齢者層が

既にセカンドライフの段階に入ってきている中で、今後、65 歳以降においても、働く意欲の

ある高年齢者が、年齢にかかわりなくその能力や経験を活かして生涯現役で活躍し続けられ

る社会環境を整えていく必要がある。 

 これまでの高年齢者雇用対策は、65 歳までが主な対象とされてきた。雇用保険の被保険者

も基本的には 65 歳までであり、また、高年齢求職者給付金も 65 歳まで働いていた企業で、

65 歳以降も引き続き働いていた人を対象に一時金の形で支給される形になっているが、高年

齢求職者給付金の活用実態を調査し、高年齢者雇用対策に活かしていくことは重要である。 

 このような問題意識の下、今般、高年齢求職者給付金の受給者に対しアンケート調査を行

い、そのとりまとめを行ったところである 

 本書が、企業経営者、労働者、政策担当者をはじめ、高齢者の雇用・就業問題に関心のあ

る方々に活用され、些かでも今後の高年齢者の就労促進に資することがあれば幸いである。 
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第１章 調査の趣旨、実施方法等 

 

１ 本調査の趣旨・目的 

 

急速な高齢化の中で、働く意欲と能力のある高年齢者が、その能力を発揮して、希望すれ

ばいくつになっても働くことができるような環境整備が課題となっている。特に、65 歳以上

の高年齢者については、近年、65 歳以上が一概に引退過程と捉える状況にはなくなっており、

65 歳以上の再就職についても増加している状況である。 

このような中で、65 歳以上の高年齢者が働くことができる環境整備の在り方の検討が必要

となっていることから、本調査では、今般、高年齢求職者給付金の活用実態について明らか

にし、今後の参考とすることを目的としている。 

 

２ 調査名 

 

 「高年齢求職者給付金に関するアンケート調査」 

 

３ 高年齢求職者給付金の概要 

 

（１）高年齢求職者給付金の趣旨（※１） 

65 歳以上で離職した高齢者について、雇用保険の基本手当に代えて一時金を支給すること

としているのは、65 歳以降に離職した者の多様な就業希望及び労働市場の状況により適した

給付とするためである。 

すなわち、65 歳以降に離職した者は、離職後直ちに引退するのでない場合においても、そ

の就業希望は雇用保険の被保険者となり得る雇用労働だけではなく、短時間の就労や任意的

な就労など多様化している。 

また、公共職業安定所における求人の状況をみると、年齢が高くなるにつれ、急激に減少

する傾向にあり、65 歳を超えるとほとんど求人はなく、何度も公共職業安定所に出頭しても

実際に職業紹介に結びつくことはなかなか難しい状況にある。 

基本手当の支給は、受給資格者が雇用保険の被保険者となり得る雇用労働への就職を希望

することを前提としており、公共職業安定所において４週間に１回づつ認定を行い、職業紹

介を行うというシステムによって行われている。しかし、65 歳以降に離職した者の前記のよ

うな状況を勘案すれば、これらの者に対しては基本手当に代えて、一時金を支給しつつ、公

共職業安定所の援助だけでなく様々な機会をとらえて、本人が自由に、多様な形態の就業に

ついて求職活動を行うことができるようにした方が合理的であることから、一時金として高
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年齢求職者給付金を支給しているものである。 

※１ 平成 27 年 11 月 25 日第 108 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料 3 より、一部修正の上

抜粋したもの。 

（２）高年齢求職者給付金の概要 

高年齢継続被保険者（※２）が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者

であった期間に応じ基本手当日額の 30 日分又は 50 日分に相当する高年齢求職者給付金が支

給される。 

※２ 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち 65 歳に達する日以前に雇用されていた事業主に 65 歳に達し

た日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険

者とならない人をいう。 

  

（３）高年齢求職者給付金の受給要件について 

高年齢継続被保険者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職

業安定所に来所し、求職の申し込みをした上、高年齢受給資格の決定を受けることとなって

いる。 

この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢継続被保険者であって以下の

要件を満たす場合に限られている。 

① 離職により被保険者でなくなったことがハローワークで確認されていること。 

② 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあるこ

と。 

③ 算定対象期間（原則は離職前 1 年間）に被保険者期間が通算して 6 ヶ月以上あること。 

 

（４）高年齢求職者給付金の支給について 

受給資格者は失業の認定を受けた上で、高年齢求職者給付金が支給される。 

支給額は、被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当の額（※３）

に相当する額とされている。 

※３ 基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の 6 ヶ月間に支払われた賃金を基礎として計算

される。 

被保険者であった期間 高年齢求職者給付金の額 

１年以上 50 日分 

１年未満 30 日分 
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４ 実施方法 

 

（１）アンケート調査の実施方法 

 

アンケート調査の実施は、図表１－１の①～⑧の手順で行った。 

 

図表 1-1 調査実施の流れ図 

 
①～②：厚生労働省、労働局、ハローワークが協議・調整し、各ハローワークで調査を行

う調査対象者の人数を確定する。 

③～④：厚生労働省は、各ハローワーク毎の調査対象者の人数を労働政策研究・研修機構

（以下「JILPT」という。）に伝達し、JILPT はその人数を調査委託事業者に伝達

する。 

⑤：調査委託事業者から各ハローワーク宛てに定められた人数分のアンケート調査票を郵送。 

⑥：各ハローワークは、アンケート調査の調査対象者宛てに調査票を郵送。 

⑦：調査対象者は、アンケート調査に回答し、調査委託事業者宛てに、回答済みのアンケ

ート調査票を返送。 

⑧：JILPT は調査委託事業者により入力・作成されたアンケート調査票データを用いて、

分析、とりまとめを行う。 

 

（２）調査の対象者：平成 25 年度に各ハローワークにおいて高年齢求職者給付金を受給した

65 歳以上の者（全国で約 6,000 人）。対象者はハローワークにおいて任意に抽出。 

     なお、平成 25 年度の高年齢求職者給付金の受給者は 198,709 人であるので、その

うちの約３％が今回の調査の調査対象となっている。 

（３）調査方法：郵送調査 

（４）調査委託事業者：株式会社ＲＪＣリサーチ 

（５）調査実施期間：2015 年６月 24 日から７月 17 日 

　　③ 厚生労働省

 　①

ＪＩＬＰＴ 労働局

⑧   　　   ④  　②

調査委託事業者 ⑤ ハローワーク ⑥ 調査対象者

⑦
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５ 回収状況等 

 

発送数：約 6,000 人 

有効回答数：2,560 人（有効回答率：約 42.7％） 

なお、性別、年齢別の有効回答の状況は以下のとおりである。 

 

図表 1-2 性別の有効回答状況 

 

 

図表 1-3 年齢別の有効回答状況 

 

 

 

合計 男性 女性 無回答

有効回答数 2560 1688 864 8

割合（％） 100.0 65.9 33.8 0.3

合計 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳
70～74

歳
75歳
以上

無回答

有効回答数 2560 56 535 976 390 133 407 58 5

割合（％） 100.0 2.2 20.9 38.1 15.2 5.2 15.9 2.3 0.2
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第２章 調査結果の概要 
 

 本章では基本的に調査票上の順序に従って、性別・年代ごとの回答状況を確認してゆく1。 

 

１ 回答者の性別と現在の年齢 
 

 回答者の性別と現在の年齢のクロス集計結果を図表 2-1-1 に示す。本調査では「平成 25 年

度に各安定所において高年齢求職者給付金を受給した 65 歳以上の者」を対象として実施さ

れたため、平成 27 年 6 月の調査実施時現在においては「65～69 歳」の者が 8 割以上を占め、

「70～74 歳」が 15.9％、「75 歳以上」は 2.3％と続いた。この比率は性別ごとに見ても一貫

している。有効回答の平均値も全体で 67.9 歳となっており、本調査の回答者が 60 代後半を

中心とすることが分かる。 

 なお、男性と女性のサンプル数を足しても全体サンプル数に満たないのは、性別無回答の

8 名が除外されているためである。本章の以後の集計においても同様のため、ご留意された

い。 

 

図表 2-1-1 回答者の現在の性別と年齢 

 

※「無回答」は無効回答等を含む場合がある。網掛けは本文での言及箇所を表す。以下同じ。 

 

２ 65 歳当時の勤め先と離職理由 
 

 本節では、回答者の 65 歳当時の勤め先、ならびに勤務状況について確認してゆく。 

 

（１）65 歳当時の勤め先での雇用期間 

 

ア．雇用開始時期 

 65 歳当時の勤め先での雇用開始時期を図表 2-2-1 に示す。全体では「2000～2009 年」が

40.0％で第 1 位であり、「1990～1999 年」が 14.7％で第 2 位、「1970～1979 年」が 11.1％で第

                                            
1 設問の中には性別・年代とのクロス集計が解釈しにくい項目もあるが、本章では一貫して全て性別・年代クロ

スを記載する。なおその際、年代区分として「現在の年齢」を用いたが、これは「給付金受給時の年齢」から

1～2 年程度経過した年齢である点に留意されたい。 

n 65～69歳 70～74歳 75歳以上 無回答
有効回答
の平均値

全体 2560 81.6% 15.9% 2.3% 0.2% 67.9

　男性 1688 81.8% 15.9% 2.3% 0.1% 68.0

　女性 864 81.3% 16.1% 2.3% 0.3% 67.9
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3 位という状況であった。したがって、全体としては 2000 年代に入ってからの雇用開始が中

心であったことが読み取れる。 

なお、各年代のサンプル数を合計しても計数に満たないのは年齢無回答ケースが除外され

ているためである。本章の以後の集計においても同様である。 

 

図表 2-2-1 性別・年代ごとの 65 歳当時の勤め先での雇用開始時期 

 

 

イ．勤続年数 

 回答者の 65 歳当時の勤め先での勤続年数を図表 2-2-2 に示す。全体では、「10 年未満」が

36.6％で第 1 位、「30 年以上」が 21.6％で第 2 位と、2 極化の傾向が見られた。性別ごとに見

ると、この全体における 2 極化の原因は主に男性回答者に由来していることがわかった。具

体的には、男性の場合には「10 年未満」が 41.6％で 1 位、「30 年以上」が 27.0％で 2 位と極

端な 2 極化が見られる一方、女性では「10～19 年」が 31.5％で 1 位となっており、「30 年以

上」は 10.9％と比較的低い比率に留まった。有効回答の平均値で見ても、男性 19.6 年に対し

女性 17.4 年と 2 年以上の開きが見られる。 

 さらに年代別に見ると、男性では「65～69 歳」では上述の 2 極化が顕著である一方、「70

～74 歳」では「30 年以上」の比率が 12.3％まで低下し、75 歳以上では「10～19 年」が 47.4％

で第 1 位となっている。年代間の差が大きいと言える。これに対して女性では年代によらず

一貫して「10～19 年」が第 1 位であり安定している。ただし女性の 75 歳以上では「10～19

年」の比率が 60.0％と飛び抜けて高くなっている。これはサンプル数の少なさに由来するデ

ータの偏りの可能性もあるが、何らかのコホート効果を示している可能性もある。 

 

n ～1959年
1960～
1969年

1970～
1979年

1980～
1989年

1990～
1999年

2000～
2009年

2010年
以降

無回答

全体計 2560 0.9% 9.5% 11.1% 9.6% 14.7% 40.0% 9.3% 4.9%

　65～69歳 2090 0.7% 10.6% 11.8% 9.5% 13.4% 37.9% 11.2% 4.9%

　70～74歳 407 1.5% 4.2% 8.4% 10.3% 17.9% 52.3% 1.0% 4.4%

　75歳以上 58 3.4% 6.9% 3.4% 12.1% 36.2% 31.0% - 6.9%

男性計 1688 0.9% 13.1% 13.6% 6.6% 7.6% 42.5% 11.3% 4.4%

　65～69歳 1381 0.7% 14.6% 14.9% 6.4% 6.4% 39.0% 13.6% 4.5%

　70～74歳 268 1.9% 6.0% 8.2% 7.1% 10.8% 61.6% 0.7% 3.7%

　75歳以上 38 5.3% 5.3% 5.3% 13.2% 28.9% 36.8% - 5.3%

女性計 864 0.7% 2.5% 5.9% 15.6% 28.4% 35.3% 5.7% 5.9%

　65～69歳 702 0.7% 2.7% 5.6% 15.7% 27.1% 35.9% 6.6% 5.8%

　70～74歳 139 0.7% 0.7% 8.6% 16.5% 31.7% 34.5% 1.4% 5.8%

　75歳以上 20 - 10.0% - 10.0% 50.0% 20.0% - 10.0%
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図表 2-2-2 性別・年代ごとの 65 歳当時の勤め先での勤続年数 

 
 

（２）65 歳当時の勤め先の従業員規模 

 

 65 歳当時の勤め先の従業員規模を図表 2-2-3 に示す。全体では「99 人以下」が 32.9％で

最も多く、ついで「1000 人以上」が 25.0％であった。性別ごとに見ると男性については全体

同様に「99 人以下」（31.0％）と「1000 人以上」（27.3％）が上位を占め、一方女性では「99

人以下」が 36.8％で 1 位なのは変わらないものの、第 2 位は僅差で「100～299 人」の 21.5％

が続いていた。 

 

図表 2-2-3 性別・年代ごとの 65 歳当時の勤め先の従業員規模 

 

  

n １０年未満 １０～１９年 ２０～２９年 ３０年以上 無回答
有効回答
の平均値

（年）

全体計 2560 36.6% 20.1% 10.4% 21.6% 11.4% 18.9

　65～69歳 2090 37.6% 17.8% 9.9% 23.7% 11.0% 19.2

　70～74歳 407 34.4% 27.3% 12.8% 11.8% 13.8% 16.7

　75歳以上 58 13.8% 51.7% 10.3% 13.8% 10.3% 18.8

男性計 1688 41.6% 14.2% 5.7% 27.0% 11.4% 19.6

　65～69歳 1381 42.6% 11.1% 5.4% 30.2% 10.7% 20.3

　70～74歳 268 39.9% 25.7% 6.7% 12.3% 15.3% 15.9

　75歳以上 38 18.4% 47.4% 7.9% 15.8% 10.5% 19.2

女性計 864 26.7% 31.5% 19.5% 10.9% 11.4% 17.4

　65～69歳 702 27.9% 30.9% 18.7% 11.0% 11.5% 17.2

　70～74歳 139 23.7% 30.2% 24.5% 10.8% 10.8% 18.3

　75歳以上 20 5.0% 60.0% 15.0% 10.0% 10.0% 17.9

n
９９人
以下

１００～
２９９人

３００～
９９９人

１０００人
以上

わから
ない

無回答

全体計 2560 32.9% 20.2% 13.5% 25.0% 5.1% 3.4%

　65～69歳 2090 31.3% 19.2% 13.4% 27.1% 5.3% 3.6%

　70～74歳 407 38.3% 24.6% 14.7% 16.0% 4.2% 2.2%

　75歳以上 58 51.7% 24.1% 6.9% 8.6% 6.9% 1.7%

男性計 1688 31.0% 19.4% 16.5% 27.3% 3.3% 2.5%

　65～69歳 1381 29.9% 18.5% 16.1% 29.7% 3.3% 2.6%

　70～74歳 268 34.3% 24.3% 19.4% 16.8% 3.0% 2.2%

　75歳以上 38 47.4% 21.1% 10.5% 13.2% 7.9% -

女性計 864 36.8% 21.5% 7.6% 20.4% 8.7% 5.0%

　65～69歳 702 34.3% 20.5% 8.3% 22.1% 9.3% 5.6%

　70～74歳 139 46.0% 25.2% 5.8% 14.4% 6.5% 2.2%

　75歳以上 20 60.0% 30.0% - - 5.0% 5.0%
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 また年代ごとに見ると、全体、男性、女性ともに年代が上がるほど「99 人以下」の比率が

上昇しており、「75 歳以上」では全体で 51.7％、男性で 47.4％、女性で 60.0％が 100 人未満

の中小企業で働いていたことが分かった。 

 

（３）65 歳当時の勤め先の離職直前の月の賃金 

 

 65 歳当時の勤め先の離職直前の月の賃金額の状況を図表 2-2-4 に示す。全体では「10 万

円以上 20 万円未満」が 41.9％で第 1 位、「20 万円以上 40 万円未満」が 31.7％で第 2 位であ

った。性別ごとに見ると、男性では僅差ながら「20 万円以上 40 万円未満」が 40.1％で第 1

位となっており、「10 万円以上 20 万円未満」が 39.0％で続いている。一方女性では「10 万円

以上 20 万円未満」が 47.7％で第 1 位となっており、「10 万円未満」が 25.9％で第 2 位であっ

た。有効回答の平均値を見ても、男性 23.9 万円に対し女性 16.1 万円と男性のほうが 20 万円

を超える比率が高い様子が窺える。 

 

図表 2-2-4 性別・年代ごとの 65 歳当時の勤め先の離職直前の月の賃金 

 

（４）65 歳当時の勤め先の離職直前の雇用形態 

 

 65 歳当時の勤め先の離職直前の雇用形態の状況を図表 2-2-5 に示す。全体では「正社員・

正職員」が 26.6％で第 1 位、「嘱託社員」が 25.3％で第 2 位、「パート」が 22.7％で第 3 位で

あった。性別ごとに見ると、男性では「嘱託社員」が 32.2％で第 1 位、「正社員・正職員」が

28.9％で第 2 位となっており「パート」は 9.5％に留まった。一方女性では「パート」が 48.3％

で第 1 位、「正社員・正職員」が 22.2％で第 2 位となっており、「嘱託社員」は 12.0％に留ま

n 10万円未満
10万円以上
20万円未満

20万円以上
40万円未満

40万円以上 無回答
有効回答
の平均値
（万円）

全体計 2560 12.3% 41.9% 31.7% 8.5% 5.5% 21.3

　65～69歳 2090 12.1% 40.8% 32.7% 8.5% 5.9% 21.5

　70～74歳 407 12.3% 47.7% 27.0% 9.3% 3.7% 20.9

　75歳以上 58 19.0% 43.1% 29.3% 5.2% 3.4% 17.6

男性計 1688 5.4% 39.0% 40.1% 11.1% 4.4% 23.9

　65～69歳 1381 4.9% 37.7% 41.5% 11.2% 4.7% 24.3

　70～74歳 268 6.0% 45.5% 34.0% 11.6% 3.0% 23.0

　75歳以上 38 18.4% 42.1% 31.6% 5.3% 2.6% 18.1

女性計 864 25.9% 47.7% 15.4% 3.4% 7.6% 16.1

　65～69歳 702 26.2% 47.0% 15.5% 3.0% 8.3% 15.9

　70～74歳 139 24.5% 51.8% 13.7% 5.0% 5.0% 16.9

　75歳以上 20 20.0% 45.0% 25.0% 5.0% 5.0% 16.5
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った。65 才当時の勤め先の離職直前の雇用形態に関しては性差が顕著であることが示唆され

る。 

 ただし、現在の年齢が高いほど男性では「正社員・正職員」が減少し「パート」が増加し

ている。女性の場合、75 歳以上で「パート」が半減し「嘱託社員」が急増するなど変化がみ

られるが、この年代はサンプル数が 20 と限定的であるため結果の一般性には保留が必要と

考えられる。 

 なお、「その他」の具体的な自由記述は 75 件あり、「臨時職員」が 14 件、「準社員」が 9 件、

「再雇用」が 8 件、「役員」が 7 件といった状況であった。 

 

図表 2-2-5 性別・年代ごとの 65 歳当時の勤め先の離職直前の雇用形態 

 

 

（５）65 歳当時の勤め先の離職理由 

 

 65 歳当時の勤め先の離職理由の状況を図表 2-2-6 に示す。全体では「定年又は定年後の再

雇用期間の満了」が 60.2％で圧倒的 1 位であり、第 2 位は 40％以上の差を置いて「自己都

合」の 19.7％が続いていた。性別ごとに見ると、男性ではおおむね全体傾向と同様、「定年又

は定年後の再雇用期間の満了」が 6 割、「自己都合」が 2 割弱という結果であり、女性でも

「自己都合」比率がやや高く「その他の契約期間の満了」がやや低いものの、「定年又は定年

後の再雇用期間の満了」が圧倒的 1 位という結果は変わらなかった。離職理由に関しては、

性差は比較的小さいと考えられる。 

 年代ごとの違いを見ると、回答時現在の年齢が高いほど「定年又は定年後の再雇用期間の

満了」の比率が減少し、「70～74 歳」で 38.6％、「75 歳以上」で 34.5％となっている。代わっ

て「自己都合」が 29.5％、41.4％と急増し、「その他の会社都合」も 12.0％、13.8％と増加し

ている。回答時現在の年齢によって「なぜ、高年齢で求職活動をしたのか」に関して背景が

大きく異なる層が回答していることが示唆されている。 

n
正社員・
正職員

嘱託社員 契約社員 派遣社員 パート アルバイト その他
なんともい

えない
無回答

全体計 2560 26.6% 25.3% 16.2% 1.5% 22.7% 3.1% 3.1% 0.4% 1.3%

　65～69歳 2090 26.7% 25.8% 16.2% 1.4% 21.7% 3.0% 3.4% 0.4% 1.3%

　70～74歳 407 26.3% 21.9% 16.7% 1.7% 27.0% 3.7% 1.7% 0.2% 0.7%

　75歳以上 58 22.4% 32.8% 13.8% 1.7% 22.4% 1.7% 1.7% - 3.4%

男性計 1688 28.9% 32.2% 19.3% 1.7% 9.5% 3.6% 3.0% 0.4% 1.5%

　65～69歳 1381 29.0% 33.0% 19.2% 1.4% 8.3% 3.5% 3.5% 0.4% 1.6%

　70～74歳 268 29.1% 28.0% 20.1% 2.6% 14.6% 4.1% 0.7% 0.4% 0.4%

　75歳以上 38 18.4% 31.6% 18.4% 2.6% 21.1% 2.6% - - 5.3%

女性計 864 22.2% 12.0% 9.7% 1.2% 48.3% 2.1% 3.4% 0.2% 0.9%

　65～69歳 702 22.4% 11.8% 9.8% 1.4% 48.1% 2.0% 3.3% 0.3% 0.9%

　70～74歳 139 20.9% 10.1% 10.1% - 51.1% 2.9% 3.6% - 1.4%

　75歳以上 20 30.0% 35.0% 5.0% - 25.0% - 5.0% - -
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 なお、「その他」の具体的な内容については 113 件の回答があり、病気・怪我・体調不良等

の「身体的理由」41 件、介護等の「家庭の事情」13 件といった状況であった。 

 

図表 2-2-6 性別・年代ごとの 65 歳当時の勤め先の離職理由（複数回答） 

 

 

３ 高年齢求職者給付金の受給状況と受給時の求職活動の状況 
 

 本節では、本調査の主旨である給付金の受給状況、ならびに受給時の求職活動の状況につ

いて確認してゆく。 

 

（１）給付金の受給額 

 

 給付金の受給額については調査票では直接尋ねていない2。しかし、本章第 2 節の図表 2-

2-2 で確認した勤続年数と、図表 2-2-4 で確認した離職直前の月の賃金額、および給付金計

算式を用いれば、給付額の概算値を算出することができる。そこでここでは平成 25 年 8 月 1

日時点の計算式を用いて、各回答者の受給額を算出することとした。計算式の概念は、下記

のように表すことができる。 

 

給付額 ＝ 離職直前 6 ヶ月の賃金合計 ÷ 180 × 給付率 × 算定日数 

 

給付率は離職前の賃金水準によって変動し、また算定日数は雇用保険加入期間によって変

                                            
2 給付額を直接尋ねなかった理由は、(a)各設問から概算値を算出可能であるため、(b)給付から 1～2 年が経過し

ており給付額を覚えている高齢者は少ないと考えられるため、(c)給付額の記録を調べてもらうような形になれ

ばご高齢の回答者の負担が大きく、ひいては回収数の減少に繋がりかねないため、の 3 点である。 

n 倒産等
希望退職
募集への

応募

その他の
会社都合

定年又は
定年後の
再雇用期
間の満了

その他の
契約期間
の満了

自己都合 その他
わから
ない

無回答

全体計 2560 1.4% 0.5% 6.6% 60.2% 11.4% 19.7% 4.9% 0.2% 0.9%

　65～69歳 2090 1.1% 0.3% 5.3% 65.2% 10.9% 17.1% 4.3% 0.2% 0.9%

　70～74歳 407 2.9% 1.0% 12.0% 38.6% 14.0% 29.5% 7.1% 0.2% 0.7%

　75歳以上 58 1.7% 3.4% 13.8% 34.5% 12.1% 41.4% 6.9% - -

男性計 1688 1.1% 0.3% 6.6% 61.6% 13.5% 17.2% 3.9% 0.2% 0.9%

　65～69歳 1381 1.0% 0.3% 5.0% 66.3% 12.7% 15.1% 3.5% 0.1% 0.9%

　70～74歳 268 1.5% 0.4% 13.8% 41.0% 16.8% 24.6% 5.2% 0.4% 0.7%

　75歳以上 38 - - 13.2% 39.5% 18.4% 42.1% 5.3% - -

女性計 864 2.1% 0.8% 6.6% 57.3% 7.4% 24.5% 6.8% 0.2% 0.7%

　65～69歳 702 1.3% 0.3% 6.0% 63.0% 7.3% 21.2% 5.7% 0.3% 0.7%

　70～74歳 139 5.8% 2.2% 8.6% 33.8% 8.6% 38.8% 10.8% - 0.7%

　75歳以上 20 5.0% 10.0% 15.0% 25.0% - 40.0% 10.0% - -
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動する。この式に、さらに賃金日額・基本手当日額の上限・下限等による修正が加えられ、

最終的な給付額が決定する。平成 25 年 8 月 1 日の基準では、給付下限額が 5.54 万円、給付

上限額が 32.025 万円である。なお、計算式は毎年 8 月に修正されているが、前後の年度でも

各種基準が数十円程度で動くのみなので概算値としては十分信頼できる。算出方法の詳細は

やや複雑であるので、本稿末尾に資料として添付するので参照されたい。 

 さて、上記のプロセスで算出された支給額の分布状況を図表 2-3-1 に示す。全体では、「20

万円以上 30 万円未満」の該当率が 41.1％で最多であり、「10 万円以上 20 万円未満」の 31.5％

が続いた。10 万円未満や 30 万円以上は少数派であり、有効回答の平均値も 21.5 万円という

状況であった3。 

 性別ごとに見ると、男性では「20 万円以上 30 万円未満」が 49.0％、「30 万円以上～上限

額」が 11.6％と、過半数が 20 万円以上の給付金を受け取り、平均値も 23.3 万円となってい

る。一方女性では同 2 項目の合計は 29.5％に留まり、「10 万円以上 20 万円未満」が 46.6％、

「下限額～10 万円未満」が 7.4％と、過半数が 20 万円未満に該当し平均値も 17.9 万円と男

性より 5 万円以上低かった。本制度では上限額と下限額を設けることで給付額に極端な差が

出ないよう調整されているが、単純に男女で比較した場合には離職直前の賃金が高かった男

性のほうが平均値が高くなるのは止むを得ないと考えられる。 

 

図表 2-3-1 性別・年代ごとの給付金受給額概算値 

 

※算出にあたっては平成 25 年 8 月 1 日時点の計算式を使用した。 

※下限額は 5.54 万円、上限額は 32.025 万円である。 

                                            
3 第 105 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会における配布資料（pp.10）によれば、平成 25 年度の高

年齢求職者給付金の支給総額は 42,734,840,000 円、受給者総数は 198,709 人となっている。この支給総額を受

給者総数で割り平均支給額を算出すると 21.5 万円となり、図表 2-3-1 の結果と一致する。このことから、本調査

の支給額計算式の妥当性、および本調査回答者の受給者全体に対する代表性がある程度確かめられたと言える。 

n
下限額～

10万円未満
10万円以上
20万円未満

20万円以上
30万円未満

30万円以上
～上限額

欠損あり
算出不能

有効回答
の平均値
（万円）

全体計 2560 3.6% 31.5% 41.1% 8.9% 14.9% 21.5

　65～69歳 2090 3.7% 30.1% 42.3% 9.1% 14.7% 21.6

　70～74歳 407 2.9% 35.4% 36.6% 8.8% 16.2% 21.1

　75歳以上 58 1.7% 50.0% 31.0% 3.4% 13.8% 19.6

男性計 1687 1.6% 23.7% 49.0% 11.6% 14.1% 23.3

　65～69歳 1381 1.7% 21.7% 50.8% 12.1% 13.7% 23.5

　70～74歳 268 1.5% 29.5% 42.2% 10.4% 16.4% 22.6

　75歳以上 38 0.0% 52.6% 31.6% 2.6% 13.2% 19.7

女性計 861 7.4% 46.6% 25.8% 3.7% 16.5% 17.9

　65～69歳 702 7.8% 46.6% 25.6% 3.3% 16.7% 17.7

　70～74歳 139 5.8% 46.8% 25.9% 5.8% 15.8% 18.3

　75歳以上 20 5.0% 45.0% 30.0% 5.0% 15.0% 19.4
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（２）給付金の認知経路 

 

 給付金の認知経路の状況を図表 2-3-2 に示す。実際の認知経路は複数あった可能性もある

が、本設問では選択肢の文言の設定上、「もっとも近いもの」について択一式で回答を求めた。

全体では「退職するとき会社から説明された」が 43.0％で最も選択率が高く、「ハローワーク

に行って初めて知った」が 21.8％、「自分で事前に調べて知っていた」が 21.0％で続いた。調

査時現在においては給付金の周知において、元の勤め先が大きな役割を果たしている様子が

窺える。 

 性別ごとに見ると、男性計では全体傾向とほぼ同じ回答比率となっているが、75 歳以上の

人では「自分で事前に調べて知っていた」の選択率が 10.5％に留まり、「ハローワークに行っ

て初めて知った」が 31.6％と選択率が高かった。一方女性計では「退職するとき会社から説

明された」の比率が男性よりも 10％ポイント程度低く、その分、「ハローワークに行って初

めて知った」（24.9％）や「その他」（10.1％）の選択率がやや高かった。女性は 65 歳当時の

勤め先の離職直前の雇用形態としてパートが約半数を占める（図表 2-2-5）ことから、退職

時の会社説明の機会をやや得にくいことが考えられる。とはいえ、女性においても認知経路

の第 1 位が会社説明であることは変わらず、元の勤め先の役割は一貫して大きいと言える。 

 なお、「その他」の具体的な内容については 187 件の回答があり、「人から聞いた」が 133

件と大半を占めた。そのうち、「知人・友人・家族」が 95 件、「職場の先輩、同僚」が 19 件、

「先に退職した人」が 12 件、「労務士、社会保険事務所」等の専門職が 7 件という状況であ

った。専門職以外の身近な人からの口コミによる認知経路が比較的多く報告されていたこと

が分かる。この他、給付金について「知らない、今初めて知った、わからない」等も 30 件と

少数ながら見られた。 

 

図表 2-3-2 性別・年代ごとの給付金の認知経路 

 

n
退職するとき
会社から説明

された

ハローワーク
に行って

初めて知った

自分で事前に
調べて知って

いた
その他 無回答

全体計 2560 43.0% 21.8% 21.0% 8.6% 5.7%

　65～69歳 2090 42.6% 22.3% 21.1% 8.6% 5.3%

　70～74歳 407 44.5% 17.7% 21.9% 8.1% 7.9%

　75歳以上 58 46.6% 29.3% 12.1% 8.6% 3.4%

男性計 1688 46.1% 20.1% 20.8% 7.8% 5.2%

　65～69歳 1381 46.0% 20.5% 21.2% 7.4% 4.9%

　70～74歳 268 46.6% 16.4% 20.1% 9.7% 7.1%

　75歳以上 38 47.4% 31.6% 10.5% 10.5% -

女性計 864 36.9% 24.9% 21.5% 10.1% 6.6%

　65～69歳 702 35.9% 25.9% 21.1% 11.1% 6.0%

　70～74歳 139 40.3% 20.1% 25.2% 5.0% 9.4%

　75歳以上 20 45.0% 25.0% 15.0% 5.0% 10.0%
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（３）給付金の生活補助効果の評価 

 

 給付金が求職期間中の生活の助けになったか尋ねたところ、図表 2-3-3 の結果を得た。全

体では 60.4％が「助けになった」と回答しており、「どちらともいえない」の 14.7％、「助け

にならなかった」の 15.7％を大きく引き離している。 

 この傾向は男女、年代を問わず一貫している。特に女性の「75 歳以上」においては 70.0％

が「助けになった」と回答しており、「助けにならなかった」はわずか 5.0％と、高い評価を

得ている。したがって、給付金の受給者の主観的評価に基づけば、給付金は確かに生活補助

効果を有していたことが示唆された。 

 

図表 2-3-3 性別・年代ごとの給付金の生活補助としての有効性評価 

 

 

（４）給付金受給時の就業意識 

 

 給付金受給時の求職期間中の就業意識の状況を図表 2-3-4 に示す。全体では「就職にこだ

わらないが条件のよいところがあれば就職してもいい」が 29.6％で第 1 位、「仕事はしたい

が、急がないで自分にあった就職先をみつけようと思っていた」が 26.7％で第 2 位と、合計

で 56.3％が「条件があえば就業したい」という就業意識であることが分かった。その一方「で

きるだけ早く就職して、少しでも早く収入が欲しかった」は 17.1％、「とりあえずハローワー

クに求職を申し込んでおこうと思った」は 12.6％であった。 

 性別ごとに見ると、まず男女それぞれの計は全体傾向と一貫性が見られた。一方、年代ご

とに見ると「75 歳以上」において「その他」の選択率が急増しており、全体で 25.9％、男性

で 23.7％、女性で 30.0％となっている。 

n
助けに
なった

どちらとも
いえない

助けに
ならなかった

わからない 無回答

全体計 2560 60.4% 14.7% 15.7% 2.7% 6.6%

　65～69歳 2090 59.8% 15.3% 16.4% 2.4% 6.1%

　70～74歳 407 62.4% 12.3% 12.8% 3.2% 9.3%

　75歳以上 58 65.5% 8.6% 13.8% 10.3% 1.7%

男性計 1688 61.1% 15.2% 14.6% 3.0% 6.1%

　65～69歳 1381 60.2% 15.7% 15.4% 2.6% 6.1%

　70～74歳 268 65.3% 13.8% 10.4% 3.4% 7.1%

　75歳以上 38 63.2% 5.3% 18.4% 13.2% 0.0%

女性計 864 58.9% 13.7% 17.9% 2.1% 7.4%

　65～69歳 702 59.0% 14.5% 18.4% 1.9% 6.3%

　70～74歳 139 56.8% 9.4% 17.3% 2.9% 13.7%

　75歳以上 20 70.0% 15.0% 5.0% 5.0% 5.0%
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 そこで「その他」の具体的な内容を見てみると 171 件の記述があり、うち 60 件は諸々の理

由で「就業意思は希薄だった」、25 件は家族の介護や自身の体調等の「状況が好転したら働

きたかった」、18 件は「働きたかったが仕事が無かった」といった回答状況であった。高齢

者の就業を考えるにあたっては健康状態、本人の意思、経済状況等、個別の文脈の多様性を

加味する必要があるが、特に 75 歳以上の高齢者の就業意識には多様性があることが示され

たと考えられる4。 

 

図表 2-3-4 性別・年代ごとの給付金受給時の就業意識 

 

 

（５）給付金受給時の求職活動の内容 

 

 給付金受給時の求職活動の内容について複数回答で尋ねた結果を図表 2-3-5 に示す。具体

的な求職期間での活動では、「ハローワークでの応募、相談、紹介」が 26.2％ともっとも割合

が高く、次いで、「親戚や知人への依頼、訪問」（21.6％）、「新聞等の求人広告欄に掲載され

た求人への応募、照会」（17.9％）などが続く。 

                                            
4 ただし、本調査では給付金受給時点と調査時点に 1～2 年のタイムラグがあるため、「現在の年齢」が 75 歳以上

の回答者の中には給付金受給時には 73～74 歳であった者が含まれる。 

n

できるだけ早く
就職して、少し
でも早く収入が

欲しかった

仕事はしたい
が、急がないで
自分にあった就
職先をみつけよ
うと思っていた

就職にこだわら
ないが条件の
よいところが
あれば就職
してもいい

とりあえずハ
ローワークに求
職を申し込んで
おこうと思った

その他 無回答

全体計 2560 17.1% 26.7% 29.6% 12.6% 8.3% 5.7%

　65～69歳 2090 17.0% 28.1% 30.5% 12.2% 7.2% 5.0%

　70～74歳 407 18.4% 21.4% 26.3% 14.0% 11.1% 8.8%

　75歳以上 58 10.3% 13.8% 24.1% 17.2% 25.9% 8.6%

男性計 1688 16.2% 27.7% 30.6% 13.4% 7.2% 4.9%

　65～69歳 1381 15.6% 28.8% 31.4% 13.0% 6.3% 4.9%

　70～74歳 268 20.1% 23.5% 26.9% 14.6% 9.3% 5.6%

　75歳以上 38 7.9% 18.4% 26.3% 21.1% 23.7% 2.6%

女性計 864 18.9% 24.8% 27.5% 11.1% 10.4% 7.3%

　65～69歳 702 19.5% 26.9% 28.3% 10.8% 9.0% 5.4%

　70～74歳 139 15.1% 17.3% 25.2% 12.9% 14.4% 15.1%

　75歳以上 20 15.0% 5.0% 20.0% 10.0% 30.0% 20.0%

調査シリーズNo.147

労働政策研究・研修機構（JILPT）



－15－ 

図表 2-3-5 性別・年代ごとの給付金受給時の求職活動の内容（複数回答） 

 

（６）給付金受給後の実際の求職活動期間 

 

 求職期間中に選択肢 1「親戚や知人への依頼・訪問」～11「シルバー人材センターへの会

員登録」のいずれかの具体的な活動を行った人（以下、「求職活動した人」と略す）について、

実際の求職活動期間を尋ねた結果が図表 2-3-6 である。まず全体では「２～３ヶ月くらい」

が 30.6％で第 1 位、「１ヶ月くらい」が 22.9％で第 2 位、「４～６ヶ月くらい」が 20.7％で第

3 位であった。したがって、給付金受給者の 7 割超は、求職活動期間が半年以内であったこ

とが示唆された。 

 なお、年代別に見ると 7 ヶ月以上（「7 ヶ月～1 年くらい」「1 年超」の合計）の割合からは

わずかではあるが年代が高いほど求職活動期間が長期化している様子が窺える。ただし「75

歳以上」についてはサンプル数が少ない上に無回答率が高いため、データとしての一般化可

能性は限定的と考えるべきである。 

 

n

親
戚
や
知
人
へ
の
依
頼
・
訪
問

就
職
情
報
誌
に
掲
載
さ
れ
た

求
人
へ
の
応
募

、
照
会

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
の
就
職
・

求
人
情
報
に
掲
載
さ
れ
た

求
人
へ
の
応
募

、
照
会

新
聞
等
の
求
人
広
告
欄
に
掲
載

さ
れ
た
求
人
へ
の
応
募

、
照
会

民
間
の
就
職
あ

っ
せ
ん
機
関

で
の
応
募

、
相
談

、
照
会

労
働
者
派
遣
会
社
で
の

応
募

、
相
談

、
照
会

市
町
村
等
の
無
料
職
業
相
談

で
の
応
募

、
相
談

、
照
会

ハ
ロ
ー

ワ
ー

ク
で
の
応
募

、
相

談

、
照
会

（
高
年
齢
求
職
者
給

付
金
受
給
時
は
除
く

。

）

民
間
の
教
育
訓
練
機
関
の

教
育
訓
練
の
受
講

公
共
職
業
訓
練
機
関
の

職
業
訓
練
の
受
講

シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー

へ
の
会
員
登
録

不
明
・
そ
の
他

無
回
答

全体計 2560 21.6% 9.7% 9.1% 17.9% 2.7% 1.3% 2.6% 26.2% 0.5% 0.5% 8.7% 33.0% 7.9%

　65～69歳 2090 22.0% 10.0% 9.7% 18.3% 2.6% 1.5% 2.7% 25.7% 0.5% 0.6% 8.2% 33.1% 7.1%

　70～74歳 407 20.6% 9.1% 6.9% 17.4% 3.2% 0.2% 2.2% 28.7% 0.7% 0.5% 11.8% 30.7% 10.8%

　75歳以上 58 17.2% 1.7% 3.4% 6.9% 1.7% - 1.7% 25.9% - - 5.2% 41.4% 15.5%

男性計 1688 22.0% 8.6% 11.0% 16.9% 2.8% 1.4% 2.4% 29.0% 0.5% 0.6% 9.8% 32.8% 6.0%

　65～69歳 1381 22.4% 8.5% 11.5% 17.1% 2.8% 1.6% 2.5% 28.0% 0.4% 0.7% 9.3% 33.5% 5.5%

　70～74歳 268 20.9% 10.4% 9.0% 17.5% 3.4% 0.4% 2.2% 33.2% 0.7% 0.4% 12.7% 28.0% 8.6%

　75歳以上 38 15.8% - 5.3% 7.9% - - 2.6% 36.8% - - 7.9% 42.1% 7.9%

女性計 864 21.1% 11.9% 5.4% 20.0% 2.4% 1.0% 2.9% 20.7% 0.7% 0.5% 6.6% 33.1% 11.5%

　65～69歳 702 21.2% 13.1% 6.1% 20.9% 2.3% 1.3% 3.1% 21.2% 0.7% 0.4% 6.1% 32.3% 10.3%

　70～74歳 139 20.1% 6.5% 2.9% 17.3% 2.9% - 2.2% 20.1% 0.7% 0.7% 10.1% 36.0% 15.1%

　75歳以上 20 20.0% 5.0% - 5.0% 5.0% - - 5.0% - - - 40.0% 30.0%
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図表 2-3-6 性別・年代ごとの給付金受給後の実際の求職活動期間（求職活動した人を対象） 

 

 

（７）給付金受給時の求職活動における応募社数と採用面接を受けた回数 

 

 求職活動した人について給付金受給時の応募した会社数を尋ねた結果を図表 2-3-7 の左側

に示す。全体として、無回答が 20～35％ほどを占めており、回答者にとって答えづらい設問

だった可能性も考えられた。 

 無回答を除く「0 社」「1 社」「2～3 社」「4 社以上」の中で見ると、応募社数で最も多かっ

たのは「1 社」の 27.5％、2 位は「2～3 社」の 23.5％であった5。平均の応募社数を見ると全

体で 2.4 社、男性で 2.6 社、女性で 2.1 社と、やや男性のほうが多いものの大きな違いは見ら

れなかった。 

 図表 2-3-7 の右側、採用面接を受けた回数を見ると、最も多かったのは「1 回」の 31.6％、

次に多かったのが「2～3 回」の 18.9％であった。したがって応募社数同様、１～３社の範囲

にほぼ回答者の半数が該当していたことになる。 

 

                                            
5 なお「0 社」については、前掲の図表 2-3-5 で見たように「親戚や知人への依頼・訪問」等の求職活動者が一

定数含まれるものと推測される。 

n １ヶ月くらい
２～３ヶ月

くらい
４～６ヶ月

くらい
７ヶ月～

１年くらい
１年超 無回答

全体計 1514 22.9% 30.6% 20.7% 9.2% 7.8% 8.7%

　65～69歳 1249 22.9% 31.1% 21.5% 8.5% 8.1% 7.9%

　70～74歳 238 23.5% 30.3% 16.8% 12.6% 6.3% 10.5%

　75歳以上 25 16.0% 16.0% 16.0% 12.0% 8.0% 32.0%

男性計 1032 23.2% 31.8% 19.7% 9.2% 8.1% 8.0%

　65～69歳 843 23.1% 32.0% 20.5% 8.8% 8.5% 7.0%

　70～74歳 170 24.7% 31.8% 16.5% 10.6% 6.5% 10.0%

　75歳以上 19 10.5% 21.1% 10.5% 15.8% 5.3% 36.8%

女性計 479 22.5% 28.4% 22.8% 9.2% 7.1% 10.0%

　65～69歳 403 22.6% 29.3% 23.3% 7.9% 7.2% 9.7%

　70～74歳 68 20.6% 26.5% 17.6% 17.6% 5.9% 11.8%

　75歳以上 6 33.3% - 33.3% - 16.7% 16.7%
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図表 2-3-7 性別・年代ごとの給付金受給時に応募した会社数、および採用面接を受けた回数 

（求職活動した人を対象） 

 
 

（８）求職期間中に希望していた雇用形態 

 

 求職活動した人について給付金受給時の希望していた雇用形態を尋ねたところ、図表 2-3-

8 の結果を得た。まず全体としては「パート」が 35.4％で圧倒的 1 位であり、次いで「アル

バイト」の 14.9％が第 2 位、それ以外の選択肢は選択率が 10％未満という状況であった。 

ただし、本設問に関しては性別ごとの違いが大きかった。まず男性では「パート」が第 1

位である点は同じであるものの、その選択率は 23.4％に留まっており、その分「アルバイト」

（17.7％）、「嘱託社員」（12.6％）、「契約社員」（10.2％）等の選択率が全体よりも微増してい

る。一方女性では、「パート」の選択率が 61.4％と際立って高く、その他の選択肢は選択率が

10％に満たなかった。したがって給付金受給者の中でも男性は希望する雇用形態に多様性が

見られる一方、女性においては「パート」に希望が集中していることが示唆された。 

 

０社 １社
２～３

社
４社
以上

無
回
答

有効回答
の平均値
（社数）

０回 １回
２～３

回
４回
以上

無
回
答

有効回答
の平均値
（回数）

全体計 1514 13.1% 27.5% 23.5% 12.4% 23.6% 2.4 18.2% 31.6% 18.9% 5.4% 26.0% 1.4

　65～69歳 1249 12.9% 28.6% 24.1% 12.1% 22.3% 2.5 17.4% 32.8% 20.1% 5.0% 24.7% 1.4

　70～74歳 238 13.4% 23.1% 21.4% 13.9% 28.2% 2.3 21.4% 26.9% 13.4% 7.6% 30.7% 1.4

　75歳以上 25 20.0% 16.0% 16.0% 12.0% 36.0% 2.7 28.0% 20.0% 12.0% 4.0% 36.0% 1.4

男性計 1032 14.1% 28.6% 23.9% 13.4% 20.0% 2.6 19.3% 32.5% 19.8% 6.0% 22.5% 1.4

　65～69歳 843 13.9% 29.8% 24.6% 13.4% 18.4% 2.7 18.5% 33.7% 20.9% 5.9% 21.0% 1.5

　70～74歳 170 14.7% 24.1% 21.2% 14.1% 25.9% 2.3 22.9% 27.6% 14.7% 6.5% 28.2% 1.4

　75歳以上 19 21.1% 15.8% 21.1% 5.3% 36.8% 2.1 21.1% 21.1% 15.8% 5.3% 36.8% 1.8

女性計 479 10.6% 25.1% 22.8% 10.0% 31.5% 2.1 15.7% 29.6% 17.1% 4.0% 33.6% 1.3

　65～69歳 403 10.7% 26.1% 23.3% 9.2% 30.8% 2.0 14.9% 30.8% 18.6% 3.0% 32.8% 1.3

　70～74歳 68 10.3% 20.6% 22.1% 13.2% 33.8% 2.4 17.6% 25.0% 10.3% 10.3% 36.8% 1.5

　75歳以上 6 16.7% 16.7% - 33.3% 33.3% 4.5 50.0% 16.7% - - 33.3% 0.3

n

応募社数 面接回数
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図表 2-3-8 性別・年代ごとの給付金受給時に希望していた雇用形態（求職活動した人を対象） 

 
 

（９）求職期間中に希望していた 1 週間の所定労働時間 

 

 求職活動した人を対象として給付金受給時に希望していた 1 週間の所定労働時間を尋ねた

ところ、図表 2-3-9 の結果を得た。全体では「20 時間以上 30 時間未満」が 28.7％と多く、

「20 時間未満」が 19.4％、「30 時間以上 40 時間未満」が 18.2％で、40 時間未満の希望が合

計で 66.3％にのぼった。これに対して、「40 時間以上」との回答は 17.0％と少数派であった。

有効回答の平均値を見ても、全体で 25.3 時間となっている。したがって回答者は週 3 回 8 時

間や週 5 回 5 時間などの形で勤務日数や労働時間を減らして働きたいという人が多かったこ

とが示唆される。また性別ごとに見ると、前述の通り女性ではパート希望者が多いことを反

映して、女性の平均値（21.5 時間）は男性の平均値（27.0 時間）を下回る結果となっている。 

 

n

正
社
員
・
正
職
員

嘱
託
社
員

契
約
社
員

派
遣
社
員

パ
ー

ト

ア
ル
バ
イ
ト

シ
ル
バ
ー

人
材

セ
ン
タ
ー

の
会
員

そ
の
他

決
め
て
い
な
か

っ
た

・
分
か
ら
な
い

無
回
答

全体計 1514 6.7% 9.5% 7.5% 1.1% 35.4% 14.9% 5.2% 0.9% 7.8% 11.1%

　65～69歳 1249 6.3% 9.2% 7.3% 1.1% 36.7% 14.7% 4.9% 1.0% 8.2% 10.6%

　70～74歳 238 7.6% 11.3% 8.0% 1.3% 29.0% 17.2% 6.3% 0.4% 5.5% 13.4%

　75歳以上 25 16.0% 8.0% 16.0% - 28.0% - 8.0% - 12.0% 12.0%

男性計 1032 8.5% 12.6% 10.2% 1.4% 23.4% 17.7% 5.6% 1.3% 9.2% 10.2%

　65～69歳 843 8.2% 12.3% 9.8% 1.3% 24.1% 17.6% 5.6% 1.4% 10.0% 9.7%

　70～74歳 170 9.4% 14.1% 10.6% 1.8% 20.6% 20.6% 5.3% 0.6% 5.3% 11.8%

　75歳以上 19 15.8% 10.5% 21.1% - 15.8% - 10.5% - 10.5% 15.8%

女性計 479 2.7% 2.9% 1.9% 0.6% 61.4% 8.4% 4.2% - 4.8% 13.2%

　65～69歳 403 2.5% 2.7% 2.0% 0.7% 63.3% 8.4% 3.5% - 4.5% 12.4%

　70～74歳 68 2.9% 4.4% 1.5% - 50.0% 8.8% 8.8% - 5.9% 17.6%

　75歳以上 6 16.7% - - - 66.7% - - - 16.7% -
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図表 2-3-9 性別・年代ごとの給付金受給時に希望していた 1 週間の所定労働時間 

（求職活動した人を対象） 

 
 

（10）給付金受給時の求職活動で要した費用 

 

 求職活動した人を対象として給付金受給時の求職活動で要した費用を尋ねたところ、図表

2-3-10 の結果を得た。無回答が 32.0％と多いが、それ以外では「1 万円以上 5 万円未満」が

27.7％で第 1 位、「1 万円未満」が 24.7％で第 2 位で、合計で 52.4％がこの範囲に該当してい

た。これに対して、「0 円」が 12.4％、「5 万円以上」は 3.1％と、それぞれ少数派であった。 

また、有効回答の平均値は 1.4 万円となっている。 

 

図表 2-3-10 性別・年代ごとの給付金受給時の求職活動に要した費用（求職活動した人を対象） 

 

n 20時間未満
20時間以上
30時間未満

30時間以上
40時間未満

40時間以上 無回答
有効回答
の平均値
（時間）

全体計 1514 19.4% 28.7% 18.2% 17.0% 16.6% 25.3

　65～69歳 1249 19.7% 28.7% 19.1% 17.3% 15.3% 25.4

　70～74歳 238 18.5% 29.4% 14.3% 15.5% 22.3% 25.0

　75歳以上 25 16.0% 28.0% 8.0% 20.0% 28.0% 25.8

男性計 1032 16.0% 27.1% 20.3% 21.6% 15.0% 27.0

　65～69歳 843 15.7% 26.7% 21.6% 22.5% 13.6% 27.2

　70～74歳 170 18.2% 29.4% 14.7% 18.2% 19.4% 25.8

　75歳以上 19 10.5% 26.3% 10.5% 15.8% 36.8% 26.9

女性計 479 26.7% 31.9% 13.8% 7.3% 20.3% 21.5

　65～69歳 403 28.0% 32.5% 13.9% 6.7% 18.9% 21.3

　70～74歳 68 19.1% 29.4% 13.2% 8.8% 29.4% 22.7

　75歳以上 6 33.3% 33.3% - 33.3% - 23.5

n 0円 1万円未満
1万円以上
5万円未満

5万円以上 無回答
有効回答
の平均値
（万円）

全体計 1514 12.4% 24.7% 27.7% 3.1% 32.0% 1.4

　65～69歳 1249 12.7% 24.8% 27.8% 3.0% 31.6% 1.4

　70～74歳 238 10.9% 26.1% 27.7% 2.5% 32.8% 1.2

　75歳以上 25 12.0% 8.0% 24.0% 12.0% 44.0% 2.4

男性計 1032 10.8% 25.2% 33.9% 3.9% 26.3% 1.6

　65～69歳 843 11.0% 25.5% 34.2% 3.8% 25.5% 1.6

　70～74歳 170 9.4% 25.3% 32.9% 3.5% 28.8% 1.4

　75歳以上 19 10.5% 10.5% 31.6% 10.5% 36.8% 2.0

女性計 479 15.9% 23.9% 14.3% 1.5% 44.4% 0.9

　65～69歳 403 16.1% 23.6% 14.4% 1.5% 44.4% 0.9

　70～74歳 68 14.7% 27.9% 14.7% - 42.6% 0.6

　75歳以上 6 16.7% - - 16.7% 66.7% 4.5
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（11）給付金受給による求職活動期間への影響 

 

 求職活動した人を対象として給付金受給による求職活動期間への影響を尋ねたところ、図

表 2-3-11 の結果を得た。「どちらともいえない・分からない」が全体で 71.7％、男性で 74.3％、

女性で 66.0％と、一貫して選択率が最も高く、明確な評価を避ける回答者が多かった。その

上でいずれも少数派ではあるが「短くなった」と「長くなった」を比較すると、「短くなった」

が全体の 11.0％を始めとして各区分で概ね 10％前後の選択率である一方、「長くなった」は

全体の 3.6％を始めとして各区分で 5％未満に留まった。したがって、わずかな差ではあるも

のの給付金の受給によって求職期間が「短くなった」という回答者のほうが多かったと言え

る。 

 

図表 2-3-11 性別・年代ごとの給付金受給による求職活動期間への影響 

（求職活動した人を対象） 

 

 

４ 再就職した回答者の再就職状況 
 

 本節では、再就職した人の再就職状況について尋ねた結果を報告する。 

 

（１）再就職の状況 

 

 全ての回答者を対象として給付金受給後の再就職状況を確認したところ図表 2-4-1 の結果

を得た。この規模のアンケート調査では珍しいが、本設問に関しては無回答が 1 ケースもな

かった。まず全体では「再就職していない」が 54.3％で第 1 位、「自営でない仕事についた

n 短くなった 長くなった
どちらともいえない・

分からない
無回答

全体計 1514 11.0% 3.6% 71.7% 13.7%

　65～69歳 1249 10.8% 3.7% 72.6% 12.9%

　70～74歳 238 12.2% 3.8% 67.2% 16.8%

　75歳以上 25 8.0% - 72.0% 20.0%

男性計 1032 10.6% 4.2% 74.3% 10.9%

　65～69歳 843 10.4% 4.3% 75.2% 10.1%

　70～74歳 170 11.2% 4.1% 70.0% 14.7%

　75歳以上 19 10.5% - 73.7% 15.8%

女性計 479 11.9% 2.5% 66.0% 19.6%

　65～69歳 403 11.7% 2.5% 67.0% 18.9%

　70～74歳 68 14.7% 2.9% 60.3% 22.1%

　75歳以上 6 - - 66.7% 33.3%

調査シリーズNo.147

労働政策研究・研修機構（JILPT）



－21－ 

（シルバー人材センターの会員含む）」が 42.7％で第 2 位となっており、やや再就職しなか

った（できなかった）人のほうが多いものの、再就職した人も 4 割以上いたことが分かった。 

性別ごとに見ると、女性の「再就職していない」が 57.2％でやや男性の 52.7％より高いも

のの、概ね 4 割超が再就職したという傾向は変わらなかった。年代ごとでは、「65～69 歳」

「70～74 歳」では大きな比率の変化は無いが、「75 歳以上」では「再就職していない」が全

体で 69.0％、男性で 63.2％、女性で 80.0％と高く、その分、「自営でない仕事についた」は全

体で 29.3％、男性で 34.2％、女性で 20.0％と低かった。なお「自営の仕事についた」人は全

体で 3.0％と、少数派であった。 

 

図表 2-4-1 性別・年代ごとの給付金受給後の再就職状況 

 

 

（２）給付金受給から再就職までの期間 

 

 調査では、給付金受給時期、及び再就職時期について尋ねている。そこで再就職した人を

対象として給付金受給から再就職までの期間を算出した結果が、図表 2-4-2 である。いずれ

かに無回答であるケースが 38.1％と高いが、有効回答の中では「２～３ヶ月」が 14.9％で第

1 位、「1 ヶ月」が 12.5％で第 2 位、「なし」が 10.6％で第 3 位となっており、再就職した人

の 38.0％（有効回答の 61.4％）が 3 ヶ月以内で再就職していたことが分かった。一方で、「7

ヶ月～1 年」が 10.2％、「1 年超」が 4.9％おり、中には 2 年超の人も少数ながら含まれる。

このため有効回答の平均値はやや引き上げられ、4.4 ヶ月となっている。 

 

n

自営でない仕事に
ついた（シルバー
人材センターの

会員含む）

自営の仕事
についた

再就職
していない

無回答

全体計 2560 42.7% 3.0% 54.3% -

　65～69歳 2090 43.4% 3.1% 53.4% -

　70～74歳 407 40.8% 2.5% 56.8% -

　75歳以上 58 29.3% 1.7% 69.0% -

男性計 1688 43.7% 3.6% 52.7% -

　65～69歳 1381 44.2% 3.8% 51.9% -

　70～74歳 268 42.2% 2.6% 55.2% -

　75歳以上 38 34.2% 2.6% 63.2% -

女性計 864 41.1% 1.7% 57.2% -

　65～69歳 702 42.2% 1.7% 56.1% -

　70～74歳 139 38.1% 2.2% 59.7% -

　75歳以上 20 20.0% - 80.0% -
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図表 2-4-2 性別・年代ごとの給付金受給から再就職までの期間（再就職した人を対象） 

 

 

（３）再就職先への入職経路 

 

 再就職先への入職経路の状況を図表 2-4-3 に示す。全体では「親戚や知人」が全体で 30.1％、

男性で 30.1％、女性で 29.9％と、いずれも圧倒的 1 位であった。したがって再就職した人は

縁故での再就職が最も多かったことになる。次いで、「ハローワーク」が 16.8％と高くなって

いる。ただし 75 歳以上の男性では「ハローワーク」が 38.5％と選択率 1 位となっている。サ

ンプル数が 13 名と少ないことからこの年代ではそもそも再就職自体が非常に難しかったと

推測されるが、こうした厳しい状況下でもハローワークが一定の役割を果たしていたと考え

られる。その他、求職活動内容として選択率が比較的高かった「新聞等の求人広告欄」につ

いては、実際の再就職した人においても 1 割超を占めていた。 

 「その他」について具体的な内容は 114 件の回答があり、うち 72 件は「前の会社」「同じ

会社でアルバイト」といった再雇用に関する回答であった。再雇用による再就職が一定数い

た可能性が示唆された。今後同種の調査をする場合には「同じ会社で再雇用」も選択肢に含

めるべきと考えられる。 

 

n なし １ヶ月
２～３
ヶ月

４～６
ヶ月

７ヶ月
～１年

１年超 無回答
有効回答
の平均値

（ヶ月）

全体計 1093 10.6% 12.5% 14.9% 8.8% 10.2% 4.9% 38.1% 4.4

　65～69歳 908 10.4% 13.7% 15.5% 9.6% 10.7% 4.8% 35.4% 4.4

　70～74歳 166 12.7% 7.2% 13.3% 4.2% 8.4% 4.8% 49.4% 4.2

　75歳以上 17 5.9% 5.9% - 5.9% - 11.8% 70.6% 7.2

男性計 737 9.8% 13.2% 13.0% 9.2% 10.6% 5.4% 38.8% 4.6

　65～69歳 611 9.2% 14.2% 13.6% 10.0% 11.6% 5.4% 36.0% 4.7

　70～74歳 113 13.3% 8.0% 11.5% 5.3% 6.2% 5.3% 50.4% 4.0

　75歳以上 13 7.7% 7.7% - 7.7% - 7.7% 69.2% 5.5

女性計 355 12.1% 11.3% 18.9% 7.9% 9.3% 3.9% 36.6% 3.9

　65～69歳 296 12.5% 12.5% 19.6% 8.8% 8.8% 3.7% 34.1% 3.8

　70～74歳 53 11.3% 5.7% 17.0% 1.9% 13.2% 3.8% 47.2% 4.6

　75歳以上 4 - - - - - 25.0% 75.0% 14.0
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図表 2-4-3 性別・年代ごとの再就職先への入職経路（再就職した人を対象） 

 
 

（４）再就職先の雇用形態 

 

 再就職先での雇用形態の状況を図表 2-4-4 に示す。全体では「パート」が 34.7％で第 1 位、

「アルバイト」が 16.7％で第 2 位といった状況であった。ただし本設問は性差が大きく、確

かに女性では「パート」が 57.2％と圧倒的 1 位である。一方男性では 23.7％に留まり、代わ

りに「アルバイト」（18.9％）、「契約社員」（15.7％）、「シルバー人材センターの会員」（12.2％）、

「嘱託社員」（10.6％）等の比率が総じて女性よりも高かった。これらの結果は概ね、前掲の

図表 2-3-8 における求職中の希望雇用形態の性別傾向と一貫している。 

 なお、「その他」の具体的な内容については 23 件のみ回答があり、「非常勤、非正規、臨時」

等の非正社員との回答が 12 件、「顧問、役員」等の管理的立場が 4 件といった状況であった。 

 

n

親
戚
や
知
人

就
職
情
報
誌

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
の
就
職

・
求
人
情
報

新
聞
等
の
求
人
広
告
欄

民
間
の
就
職
あ

っ
せ
ん
機
関

労
働
者
派
遣
会
社

市
町
村
等
の
無
料
職
業
相
談

ハ
ロ
ー

ワ
ー

ク

シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

無
回
答

全体計 1093 30.1% 2.4% 1.5% 11.0% 0.6% 1.7% 0.8% 16.8% 11.6% 14.4% 9.1%

　65～69歳 908 30.5% 2.5% 1.4% 12.1% 0.8% 2.0% 1.0% 16.4% 11.1% 13.9% 8.3%

　70～74歳 166 27.7% 1.8% 1.8% 4.8% - 0.6% - 17.5% 15.1% 18.1% 12.7%

　75歳以上 17 29.4% - - 11.8% - - - 29.4% 5.9% 5.9% 17.6%

男性計 737 30.1% 1.5% 2.0% 8.8% 0.7% 1.9% 0.5% 18.9% 13.6% 14.0% 8.0%

　65～69歳 611 30.9% 1.6% 2.0% 9.2% 0.8% 2.1% 0.7% 18.8% 13.1% 13.1% 7.7%

　70～74歳 113 27.4% 0.9% 2.7% 6.2% - 0.9% - 16.8% 16.8% 19.5% 8.8%

　75歳以上 13 15.4% - - 15.4% - - - 38.5% 7.7% 7.7% 15.4%

女性計 355 29.9% 4.2% 0.3% 15.5% 0.6% 1.4% 1.4% 12.7% 7.6% 15.2% 11.3%

　65～69歳 296 29.4% 4.4% 0.3% 18.2% 0.7% 1.7% 1.7% 11.5% 7.1% 15.5% 9.5%

　70～74歳 53 28.3% 3.8% - 1.9% - - - 18.9% 11.3% 15.1% 20.8%

　75歳以上 4 75.0% - - - - - - - - - 25.0%
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図表 2-4-4 性別・年代ごとの再就職先の雇用形態（再就職した人を対象） 

 
 

（５）再就職先の 1 週間の所定労働時間 

 

 再就職先での 1 週間の所定労働時間の状況を図表 2-4-5 に示す。全体では「20 時間未満」

が 31.0％と多く、「20 時間以上 30 時間未満」が 27.2％で第 2 位、「30 時間以上 40 時間未満」

が 16.8％で第 3 位で、40 時間未満の合計で 75％を占めた。したがって、給付金受給者で再

就職した高齢者の 4 人に 3 人はフルタイムではない仕事に就いていたことになる。一方、「40

時間以上」は合計で 17.9％となっており、少数派ではあるもののフルタイムで仕事に就いて

いる人も一定数存在することが分かった。また全体の平均値は 24.9 時間となっており、これ

は前掲の図表 2-3-9 で確認した給付金受給時の希望する所定労働時間の平均値 25.3 時間と

ほぼ一致している。 

 性別ごとに見ると、男性では「40 時間以上」が 22.3％と、女性の 9.1％を上回っており、

逆に「20 時間未満」は 26.6％と、女性の 40.2％よりも下回っている。有効回答の平均値で見

ても男性が 26.4 時間であるのに対して女性は 21.6 時間となっており、男性のほうがより長

い所定労働時間であることが示唆されている。ただし、前掲の図表 2-3-9 では給付金受給時

の希望所定労働時間について男性の平均値が 27.0 時間、女性の平均値が 21.5 時間となって

いることを考慮すると、この再就職先の所定労働時間の性差は概ね各性別の希望に沿った結

果となっていると考えられる。 

 なお年代ごとの違いについては「75 歳以上」において「20 時間未満」と「40 時間以上」

の比率が増加する二極化の様相が見られるが、この年代の再就職した人はそもそもサンプル

数が少ないため一般化が難しく、今後の課題とすべきと考えられる。  

n

正
社
員
・
正
職
員

嘱
託
社
員

契
約
社
員

派
遣
社
員

パ
ー

ト

ア
ル
バ
イ
ト

シ
ル
バ
ー

人
材

セ
ン
タ
ー

の
会
員

そ
の
他

分
か
ら
な
い

無
回
答

全体計 1093 4.3% 8.3% 11.8% 2.9% 34.7% 16.7% 10.7% 2.7% 0.8% 7.1%

　65～69歳 908 3.7% 8.4% 11.3% 3.3% 35.9% 17.4% 10.2% 2.8% 0.7% 6.3%

　70～74歳 166 6.6% 7.8% 15.7% 0.6% 28.9% 13.9% 13.9% 1.2% 1.2% 10.2%

　75歳以上 17 11.8% 11.8% - 5.9% 17.6% 5.9% 5.9% 11.8% 5.9% 23.5%

男性計 737 5.3% 10.6% 15.7% 3.4% 23.7% 18.9% 12.2% 3.1% 0.9% 6.1%

　65～69歳 611 4.9% 10.8% 14.9% 3.8% 24.5% 19.6% 11.8% 3.3% 0.8% 5.6%

　70～74歳 113 7.1% 8.8% 22.1% 0.9% 21.2% 15.9% 15.0% 0.9% 0.9% 7.1%

　75歳以上 13 7.7% 15.4% - 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 15.4% 7.7% 23.1%

女性計 355 2.3% 3.7% 3.7% 2.0% 57.2% 12.1% 7.6% 1.7% 0.6% 9.3%

　65～69歳 296 1.4% 3.4% 4.1% 2.4% 59.1% 12.8% 7.1% 1.7% 0.3% 7.8%

　70～74歳 53 5.7% 5.7% 1.9% - 45.3% 9.4% 11.3% 1.9% 1.9% 17.0%

　75歳以上 4 25.0% - - - 50.0% - - - - 25.0%
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図表 2-4-5 性別・年代ごとの再就職先での 1 週間の所定労働時間（再就職した人を対象） 

 
 

（６）65 歳当時と比較した再就職先の仕事の変化 

 

 65 歳当時と比較した再就職先の仕事の変化の状況を図表 2-4-6 に示す。全体では「同じ部

分はない」が 35.0％で最も選択率が高く、「同じ部分は少ない」の 12.9％と合計すると約半数

（47.9％）の再就職した人はこれまでとは異なる内容の仕事に就いている様子が分かる。一

方、「ほとんど同じ仕事」が 24.6％、「同じである部分が多い」が 17.7％で合計 42.3％おり、

仕事の内容がそれほど変わっていない人も多いことが分かる。 

 

図表 2-4-6 性別・年代ごとの 65 歳当時と比較した再就職先の仕事の変化（再就職した人を対象） 

 

n 20時間未満
20時間以上
30時間未満

30時間以上
40時間未満

40時間以上 無回答
有効回答
の平均値
（時間）

全体計 1093 31.0% 27.2% 16.8% 17.9% 7.0% 24.9

　65～69歳 908 31.6% 27.4% 17.3% 17.0% 6.7% 24.7

　70～74歳 166 27.1% 26.5% 15.1% 22.3% 9.0% 26.2

　75歳以上 17 35.3% 17.6% 11.8% 29.4% 5.9% 24.6

男性計 737 26.6% 25.8% 19.0% 22.3% 6.4% 26.4

　65～69歳 611 26.5% 26.4% 19.6% 21.3% 6.2% 26.3

　70～74歳 113 26.5% 23.9% 15.9% 25.7% 8.0% 27.0

　75歳以上 13 30.8% 15.4% 15.4% 38.5% - 27.8

女性計 355 40.2% 29.7% 12.5% 9.1% 8.5% 21.6

　65～69歳 296 42.2% 29.4% 12.5% 8.1% 7.8% 21.2

　70～74歳 53 28.3% 32.1% 13.2% 15.1% 11.3% 24.5

　75歳以上 4 50.0% 25.0% - - 25.0% 10.7

n
ほとんど同じ

仕事
同じである
部分が多い

同じ部分は
少ない

同じ部分は
ない

なんともいえ
ない

無回答

全体計 1093 24.6% 17.7% 12.9% 35.0% 2.5% 7.3%

　65～69歳 908 23.0% 17.3% 13.8% 36.8% 2.3% 6.8%

　70～74歳 166 31.3% 19.9% 9.6% 27.1% 3.6% 8.4%

　75歳以上 17 41.2% 17.6% - 17.6% - 23.5%

男性計 737 22.3% 17.1% 13.4% 38.0% 2.2% 7.1%

　65～69歳 611 20.5% 15.7% 14.6% 40.4% 2.3% 6.5%

　70～74歳 113 29.2% 23.9% 8.8% 27.4% 1.8% 8.8%

　75歳以上 13 46.2% 23.1% - 15.4% - 15.4%

女性計 355 29.6% 18.9% 11.8% 28.7% 3.1% 7.9%

　65～69歳 296 28.4% 20.6% 12.2% 29.1% 2.4% 7.4%

　70～74歳 53 35.8% 11.3% 11.3% 26.4% 7.5% 7.5%

　75歳以上 4 25.0% - - 25.0% - 50.0%
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（７）再就職先の月の賃金 

 

 再就職先の月の賃金の状況を図表 2-4-7 に示す。全体では「10 万円未満」が 49.3％で第 1

位であり、「10 万円以上 20 万円未満」が 31.6％で第 2 位であった。この順位は男女ともに一

貫しているが、女性では「10 万円未満」の比率が 63.4％と多くなっている。平均値を見ても

全体 10.8 万円、男性 11.8 万円、女性 8.4 万円となっており、女性は 10 万円を割り込んでい

る。「20 万円以上 40 万円未満」が男性の 11.5％に対して女性 2.3％と低いこともあって、基

本的には再就職した人の月の賃金については男性のほうが高い傾向が読み取れる。 

 また、前掲の図表 2-2-4 で確認した 65 歳当時の勤め先の離職直前の月の賃金（全体平均

21.3 万円、男性平均 23.9 万円、女性平均 16.1 万円）と比較すると、再就職先の月の賃金は

男女ともにほぼ半減していることが分かる。したがって再就職した場合にも、その賃金水準

は 65 歳当時よりも大幅に減少していたことが示唆された。 

 

図表 2-4-7 性別・年代ごとの再就職先の月の賃金（再就職した人を対象） 

 
 

（８）給付金受給による再就職先選定への影響 

 

 再就職者を対象とした設問の最後に、給付金の受給が再就職先の選定に及ぼした影響につ

いて尋ねたところ図表 2-4-8 の結果を得た。全体では「とくに変化はなかった」が 55.4％と

多数派であり、これに「なんともいえない・分からない」の 24.9％を加えると全体の 8 割程

度は明確な影響を認識していないことが分かった。この傾向は性別ごとに見ても変わらない。 

 それ以外の回答としては、「より低い条件の就職先にも範囲を広げて選ぶようになった」が

全体で 9.7％、男性で 8.3％、女性で 12.7％となっており、これは「より高い条件の就職先を

n 10万円未満
10万円以上
20万円未満

20万円以上
40万円未満

40万円以上 無回答
有効回答
の平均値
（万円）

全体計 1093 49.3% 31.6% 8.5% 1.1% 9.4% 10.8

　65～69歳 908 50.1% 31.7% 8.2% 1.1% 8.8% 10.6

　70～74歳 166 44.6% 32.6% 10.2% 1.2% 11.4% 11.5

　75歳以上 17 47.1% 23.6% - - 23.5% 10.2

男性計 737 42.5% 36.0% 11.5% 1.3% 8.7% 11.8

　65～69歳 611 43.3% 36.2% 11.3% 1.3% 8.0% 11.8

　70～74歳 113 38.1% 36.2% 13.3% 1.8% 10.6% 12.4

　75歳以上 13 46.2% 23.1% - - 23.1% 10.5

女性計 355 63.4% 22.9% 2.3% 0.6% 11.0% 8.4

　65～69歳 296 64.2% 22.7% 2.0% 0.6% 10.5% 8.3

　70～74歳 53 58.5% 24.5% 3.8% - 13.2% 9.4

　75歳以上 4 - - - - 25.0% 9.1
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選ぶようになった」の選択率（全体で 1.8％、男性で 2.0％、女性で 1.4％）よりも比較的高か

った。とはいえ、やはり全体として見ると 8 割超が影響について懐疑的である点が強調され

るべきであり、少なくとも給付金の受給は再就職先の選定を左右するような効果は持ってい

ないことが示唆された。 

 

図表 2-4-8 性別・年代ごとの給付金の受給が就職先選定に及ぼした影響（再就職した人を対象） 

 

 

（９）給付額に関する意識 

 

 本節の最後にすべての回答者を対象として、本制度における給付額に関する意識を尋ねた

結果を図表 2-4-9 に示す。全体としては「なんともいえない・分からない」が 46.8％で最も

選択率が高く、明確な判断を避けた回答者が多かった。一方、それ以外の回答では「就職活

動の費用からみて、少な過ぎると思った」が 25.2％と高く、これは「就職活動の費用に見合

った金額だと思った」の 17.3％、「就職活動の費用からみて、必要以上の金額だと思った」の

3.2％を上回っている。以上の結果は概ね性別ごとに見ても一貫していることから、基本的に

は給付額が「少な過ぎた」という人のほうが、「多過ぎた」や「見合った金額」という人より

も多いことが示唆された。 

  

 

n
より高い条件の
就職先を選ぶ
ようになった

より低い条件の
就職先にも範囲を
広げて選ぶように

なった

とくに変化は
なかった

なんともいえな
い・分からない

無回答

全体計 1093 1.8% 9.7% 55.4% 24.9% 8.2%

　65～69歳 908 1.8% 9.6% 56.3% 25.1% 7.3%

　70～74歳 166 2.4% 10.8% 51.2% 23.5% 12.0%

　75歳以上 17 - 5.9% 52.9% 23.5% 17.6%

男性計 737 2.0% 8.3% 56.4% 25.4% 7.9%

　65～69歳 611 2.0% 8.2% 56.8% 26.0% 7.0%

　70～74歳 113 2.7% 8.8% 54.9% 22.1% 11.5%

　75歳以上 13 - 7.7% 53.8% 23.1% 15.4%

女性計 355 1.4% 12.7% 53.0% 23.9% 9.0%

　65～69歳 296 1.4% 12.5% 55.1% 23.3% 7.8%

　70～74歳 53 1.9% 15.1% 43.4% 26.4% 13.2%

　75歳以上 4 - - 50.0% 25.0% 25.0%
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図表 2-4-9 性別・年代ごとの給付額に関する意識 

 

 

５ 今後の就業希望と現在の健康状態 
 

（１）現在の健康状況 

 

 すべての回答者を対象として現在の健康状況を尋ねた結果を図表 2-5-1 に示す。全体では、

「よい・計」が 40.1％（「大変よい」（12.1％）と「よい」（28.0％）の合計）となっており、

「普通」が 45.7％、「よくない・計」が 11.3％（「大変よくない」(1.1％）と「よくない」（10.2％）

の合計）となっている。健康状態で普通以上の割合（「よい・計」と「普通」の合計）は 8 割

超を占める。この傾向は性別ごとに見ても概ね一貫しているが、男性の 75 歳以上では「大変

よくない」が 7.9％とやや高い。 

 

n

就職活動の費用
からみて、必要以

上の金額だと
思った

就職活動の費用
に見合った金額

だと思った

就職活動の費用
からみて、少な過

ぎると思った

なんともいえな
い・分からない

無回答

全体計 2560 3.2% 17.3% 25.2% 46.8% 7.5%

　65～69歳 2090 2.9% 17.6% 26.1% 46.6% 6.9%

　70～74歳 407 5.4% 16.5% 21.9% 46.4% 9.8%

　75歳以上 58 1.7% 15.5% 17.2% 55.2% 10.3%

男性計 1688 3.5% 19.3% 24.6% 45.7% 7.0%

　65～69歳 1381 2.8% 19.4% 25.7% 45.7% 6.4%

　70～74歳 268 7.1% 19.0% 20.5% 43.7% 9.7%

　75歳以上 38 2.6% 15.8% 13.2% 57.9% 10.5%

女性計 864 2.8% 13.7% 26.0% 49.2% 8.3%

　65～69歳 702 3.0% 14.1% 26.5% 48.6% 7.8%

　70～74歳 139 2.2% 11.5% 24.5% 51.8% 10.1%

　75歳以上 20 - 15.0% 25.0% 50.0% 10.0%
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図表 2-5-1 性別・年代ごとの現在の健康状況 

 

 

（２）今後の就業希望 

 

 「自営でない仕事についた（シルバー人材センターの会員含む）」と「再就職していない」

とする者（すなわち、「自営の仕事についた」者以外）を対象として今後の就業希望を尋ねた

ところ、図表 2-5-2 の結果を得た。全体では「自分の健康・家庭事情等から無理のない範囲

でできる仕事があれば仕事がしたい」の選択率が 45.1％で第 1 位、「すでに仕事からは引退

している」が 23.7％で第 2 位、「特に決めていない」が 12.6％で第 3 位という結果となった。

したがって、給付金受給者においては「無理のない範囲で」働きたいという人が最も多いも

のの、すでに引退している人も 2 割超いることが分かった。 

また、本設問に関しては性別ごとの差は小さいものの、年代による違いが顕著であった。

特に「すでに仕事から引退している」については、「65～69 歳」で 21.0％、「70～74 歳」で

33.2％、「75 歳以上」で 50.9％と、当然ながら年代が上がるほどに引退している人の比率は増

加している。しかし裏を返せば、「75 歳以上」でも給付金受給者においては男女ともに半分

程度の人は「引退を決意しているわけではない」ということであり、「無理のない範囲で仕事

がしたい」の 26.3％、「特に決めていない」の 10.5％をはじめとして、就業意識は途絶えてい

ない様子が窺える。 

 

n 大変よい よい 普通 よくない
大変

よくない
無回答

全体計 2560 12.1% 28.0% 45.7% 10.2% 1.1% 2.9%

　65～69歳 2090 12.2% 28.0% 46.6% 9.6% 1.1% 2.5%

　70～74歳 407 12.8% 28.0% 41.8% 12.8% 0.2% 4.4%

　75歳以上 58 5.2% 27.6% 44.8% 12.1% 5.2% 5.2%

男性計 1688 12.9% 28.3% 44.7% 10.4% 1.1% 2.7%

　65～69歳 1381 12.7% 28.4% 45.6% 9.9% 1.1% 2.2%

　70～74歳 268 15.3% 26.5% 41.0% 12.3% 0.4% 4.5%

　75歳以上 38 - 36.8% 36.8% 13.2% 7.9% 5.3%

女性計 864 10.8% 27.5% 47.8% 9.7% 0.9% 3.2%

　65～69歳 702 11.1% 27.4% 48.4% 9.0% 1.1% 3.0%

　70～74歳 139 7.9% 30.9% 43.2% 13.7% - 4.3%

　75歳以上 20 15.0% 10.0% 60.0% 10.0% - 5.0%
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図表 2-5-2 性別・年代ごとの今後の就業意識（自営業への移行者を除く） 

 

 

（３）給付金受給による引退時期への影響 

 

 「すでに仕事からは引退している」と回答した 589 名を対象として、給付金の受給が引退

時期に及ぼした影響を尋ねたところ図表 2-5-3 の結果を得た。全体としては「とくに影響は

なかった」が 68.6％と最も割合が高く、これに「なんともいえない・分からない」の 22.6％

を足すと合計で 9 割の回答者が明確な影響を認識していないことが分かった。この結果は男

性（69.3％、22.9％）、女性（67.8％、22.2％）でも一貫していることから、基本的に給付金の

受給が引退時期の判断に影響を及ぼすことは稀であることが示唆された。 

 

図表 2-5-3 性別・年代ごとの給付金受給が引退時期に及ぼした影響評価（引退した人を対象） 

n
正規の社員・
職員として働

きたい

自分の健康・家庭
事情等から無理

のない範囲ででき
る仕事があれば
仕事がしたい

就職するかどうか
はこだわらない

が、もし条件のよ
いところがあれば
就職してもいい

特に決めて
いない

すでに仕事か
らは引退して

いる
無回答

全体計 2484 1.9% 45.1% 8.8% 12.6% 23.7% 7.9%

　65～69歳 2025 2.2% 47.2% 9.3% 13.2% 21.0% 7.1%

　70～74歳 397 0.8% 37.3% 7.1% 9.8% 33.2% 11.8%

　75歳以上 57 - 26.3% 1.8% 10.5% 50.9% 10.5%

男性計 1627 2.2% 45.5% 10.3% 13.8% 21.5% 6.9%

　65～69歳 1328 2.6% 47.1% 10.8% 14.2% 19.2% 6.2%

　70～74歳 261 0.4% 40.2% 9.2% 11.5% 28.4% 10.3%

　75歳以上 37 - 27.0% - 13.5% 51.4% 8.1%

女性計 849 1.4% 44.5% 5.7% 10.4% 28.2% 9.9%

　65～69歳 690 1.4% 47.7% 6.2% 11.3% 24.6% 8.7%

　70～74歳 136 1.5% 31.6% 2.9% 6.6% 42.6% 14.7%

　75歳以上 20 - 25.0% 5.0% 5.0% 50.0% 15.0%

n
引退時期を遅ら

せる要因となった
引退時期を早め
る要因となった

とくに影響は
なかった

なんともいえな
い・分からない

無回答

全体計 589 1.0% 2.7% 68.6% 22.6% 5.1%

　65～69歳 426 1.2% 2.3% 67.1% 24.2% 5.2%

　70～74歳 132 0.8% 4.5% 70.5% 18.2% 6.1%

　75歳以上 29 - - 79.3% 20.7% -

男性計 349 1.1% 2.3% 69.3% 22.9% 4.3%

　65～69歳 255 1.2% 2.0% 68.2% 23.9% 4.7%

　70～74歳 74 1.4% 4.1% 70.3% 20.3% 4.1%

　75歳以上 19 - - 78.9% 21.1% -

女性計 239 0.8% 3.3% 67.8% 22.2% 5.9%

　65～69歳 170 1.2% 2.9% 65.9% 24.7% 5.3%

　70～74歳 58 - 5.2% 70.7% 15.5% 8.6%

　75歳以上 10 - - 80.0% 20.0% -
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第３章 設問間クロス集計 
 

 前章では基本的に設問ごとに個別に回答状況を確認した。これに対して本章では、いくつ

かの設問間で追加のクロス集計を行った結果を報告する。 

 

１ 給付金の認知状況および給付額の違いが回答者の意識・求職活動に及ぼした影響 
 

（１）65 歳当時の従業員規模ごとの給付金認知経路 

 

 給付金の認知経路について、前掲の図表 2-3-2 によれば「退職するとき会社から説明され

た」が男女ともに第 1 位であった。それでは、65 歳当時の従業員規模によって、本選択肢の

選択率は異なるのだろうか。 

この点についてクロス集計で確かめたところ、図表 3-1-1 の結果を得た。同選択肢の選択

率は「99 人以下」において 38.6％と、100 人以上と比較して 8～10％ポイント程度低く、そ

の分、「ハローワークに行って初めて知った」の選択率が 27.1％とやや高い。そこで、従業員

規模 2 水準（100 人未満、100 人以上）×退職時の会社説明有無の 2×2 の χ2 検定を行ったと

ころ有意であった（χ2(1)=14.5, p< .001）。したがって、65 歳当時の勤め先の従業員規模が 100

人未満の中小企業であった人は、従業員規模が 100 人以上であった人よりも「会社説明」に

よる給付金の認知率が偶然とは言えない程度に低い。この結果から、今後給付金に関する周

知を企業に依頼するにあたっては認知率の格差を生み出さないよう、特に 100 人未満の従業

員規模の中小企業への周知が重要であることが示唆される。 

 

図表 3-1-1 65 歳当時の従業員規模ごとの給付金認知経路 

 
 

  

n
退職するとき会社
から説明された

ハローワークに
行って初めて

知った

自分で事前に調
べて知っていた

その他 無回答

全　　　体 2560 43.0% 21.8% 21.0% 8.6% 5.7%

９９人以下 842 38.6% 27.1% 21.6% 8.1% 4.6%

１００～２９９人 517 46.4% 19.9% 18.8% 9.3% 5.6%

３００～９９９人 345 46.1% 20.9% 20.3% 5.2% 7.5%

１０００人以上 639 47.6% 16.4% 23.0% 8.9% 4.1%

わからない 131 30.5% 26.0% 22.1% 15.3% 6.1%

従
業
員
規
模
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（２）給付金受給額の水準ごとの給付額に関する意識 

 

 次に給付額に関する意識について、前掲の図表 2-4-9 によれば「なんともいえない・分か

らない」の比率が 46.8％で最も高いものの、それ以外では「就職活動の費用からみて、少な

過ぎると思った」との回答が 25.2％で選択率第 1 位であった。それでは、実際の給付金の受

給額が多かった人は、少なかった人に比べて給付額に関する不満が少なかったのだろうか。 

この点について給付金受給額の水準ごとの給付額に関する意識をクロス集計で確認した

ところ、図表 3-1-2 の結果を得た。意外にも受給額の水準ごとの受給額に関する意識にはほ

とんど差が見られず、一貫して 4 人に 1 人程度が「少な過ぎる」と回答していた。このこと

から、給付額への不満は単純に給付額を大きくすれば解消されるというわけではなく、一定

数は必ず不満を言う人々が存在するように見受けられる。 

また別の解釈として「給付金の支給水準は公平性が保たれていた」ということも考えられ

る。なぜなら、もし給付金の実際の支給水準と求職者が本来必要としていた支給額の間の関

係に不公平性があった場合、いずれかの受給水準層でのみ不満が高まると予想されるためで

ある。給付額は、基本的に離職前に高所得で雇用保険料を多く払っていた人ほど、すなわち

生活水準が高かった人ほど多く受け取る仕組みとなっている。このことから、「すべての生活

水準の人が、等しく不満を述べている」状況は、「ある生活水準の人だけが、極端に不満を述

べている」状況よりは政策的には公平性が保たれているとも解釈できる。 

 

図表 3-1-2 給付金の受給額の水準ごとの給付額に関する意識 

 
 

（３）給付金受給額の水準ごとの生活補助としての有効性評価 

 

 給付金の受給が求職期間中の生活の助けとなったかについて、前掲の図表 2-3-3 によれば

60.4％が「助けになった」と肯定的に評価していた。それでは、給付金の受給額の水準間で

こうした生活補助としての有効性評価に違いが見られるだろうか。 

n

就職活動の費用
からみて、必要以

上の金額だと
思った

就職活動の費用
に見合った金額

だと思った

就職活動の費用
からみて、少な過

ぎると思った

なんともいえな
い・分からない

無回答

全　　　体 2560 3.2% 17.3% 25.2% 46.8% 7.5%

下限額
　～10万円未満

91 2.2% 18.7% 27.5% 44.0% 7.7%

10万円以上
　20万円未満

806 2.9% 17.1% 22.6% 49.0% 8.4%

20万円以上
　30万円未満

1052 3.1% 18.5% 27.2% 45.8% 5.3%

30万円以上
　～上限額

229 3.9% 16.2% 27.9% 45.4% 6.6%

受
給
額
水
準
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 この点について、給付金の受給額水準ごとの生活補助としての有効性評価をクロス集計し

たところ図表 3-1-3 の結果を得た。全体を概観すると「下限額～10 万円未満」において「助

けになった」との回答が 7 割弱とやや高い。そこで受給額 4 水準×有効性評価 3 区分（「わか

らない」「無回答他」を除く）で 4×3 の χ2検定を行ったが有意な結果は得られなかった（χ2 

(6)=2.2, p = .901）。したがって、給付額の水準によって生活補助としての有効性の評価に違い

があるわけではないことが示唆された。受給額が相対的に見て多くても少なくても、概ね

60％前後は「助けになった」、15％前後は「助けにならなかった」と回答していると見なせる。 

 

図表 3-1-3 給付金の受給額の水準ごとの生活補助としての有効性評価 

 

 

（４）給付金受給額の水準ごとの給付金受給による求職期間の増減意識 

 

 給付金の受給による求職期間の増減意識については、前掲の図表 2-3-11 によれば 71.7％

が「どちらともいえない・分からない」と明確な評価を避けている一方、「短くなった」は

11.0％、「長くなった」は 3.6％と、やや肯定的評価が上回る結果となっている。それでは、

給付金の受給額が大きかった人は、少なかった人と比較して回答比率に違いが見られるのだ

ろうか。 

 この点について、給付金の受給額水準ごとの求職期間の増減意識をクロス集計で確認した

ところ図表 3-1-4 の結果を得た。全体の比率が図表 2-3-11 とわずかにずれているのは、無

回答を除外しているためである。「短くなった」の比率は受給額の水準が低い方がやや高く、

「どちらともいえない・分からない」の比率は受給額の水準が高いほど高くなっている様子

が読み取れる。 

そこで、受給額 4 水準×求職期間の増減意識 3 水準で４×３の χ2検定の実施を検討したが

「長くなった」について期待度数が 5 を下回るセルがあったため「どちらともいえない・分

からない」と合算し、受給額 4 水準×「短くなった」選択有無で４×２の χ2検定を行ったと

ころ有意ではなかった（χ2 (3)=2.6, p= .457）。したがって図表上では「短くなった」の選択率

に受給額水準間で差があるように見えるが、無回答率の影響を除外するとその差は偶然起こ

n 助けになった
どちらとも
いえない

助けに
ならなかった

わからない 無回答

全　　　体 2560 60.4% 14.7% 15.7% 2.7% 6.5%

下限額
　～10万円未満

91 68.1% 14.3% 12.1% 1.1% 4.4%

10万円以上
　20万円未満

806 59.1% 14.9% 15.8% 2.4% 7.9%

20万円以上
　30万円未満

1052 62.4% 14.3% 16.6% 2.5% 4.3%

30万円以上
　～上限額

229 59.4% 14.4% 16.6% 3.1% 6.6%

受
給
額
水
準
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りうる範囲内であると見なせる。この結果から、給付金の受給額が多いからといって、受給

時の求職活動が短くなったと感じるわけではないことが示唆された。 

 

図表 3-1-4 給付金の受給額の水準ごとの給付金受給による求職期間の増減意識 

（求職活動した人を対象、無回答は除外） 

 

 

（５）給付金受給による求職期間の増減意識と実際の求職活動期間 

 

 前項では受給額水準と求職活動期間の増減意識の間で関係性が確認できなかった。それで

は、求職期間が「長くなった」、「短くなった」という意識を持っている人は、それぞれ実際

の求職活動期間が相対的に見て長かったり、短かったりしていたのだろうか。 

 この点について、求職期間の増減意識ごとの実際の求職活動期間の様子を折れ線グラフで

表したのが図表 3-1-5 である6。なお本設問は実数記入ではなく 5 択式であったため平均月数

は算出できない。全体を概観すると、「短くなった」という人は「1 ヶ月くらい」がピークで

その後なだらかに選択率が減少している。一方、「長くなった」「どちらともいえない・分か

らない」では「2～3 ヶ月くらい」がピークとなっている。また、「長くなった」という人は

「1 ヶ月くらい」の選択率が低く、4 ヶ月以上の 3 つの選択肢の選択率が他の回答者よりも

高く推移している。 

ここで、回答を統計学的に検討したところ、「短くなった」は「どちらともいえない・分か

らない」、および「長くなった」よりも有意に低く、「長くなった」と「どちらともいえない・

分からない」の間には有意差が無かった7。したがって求職期間が「長くなった」という人に

ついては明瞭な結果が得られなかったものの、求職期間が「短くなった」と回答している人

は、確かに「どちらともいえない・分からない」や「長くなった」と回答している人よりも

                                            
6 データの性質上、カテゴリカルな従属変数に対しては本来棒グラフで示すべきであるが、ここでは各群の分布

の形状を直感的に比較しやすいよう折れ線グラフを用いた。 
7 回答をリッカート 5 件法と見なして 1 要因分散分析の実施を検討したが等分散が仮定できないため断念し、

Kruskal-Wallis 検定で 3 群の順位スコア H 値を比較したところ、有意であった（χ2(2)=24.5, p<.001）。そこで

Mann-Whitney 検定を 2 群間で 3 回実施し Bonferoni 法で全体 5％で有意性を検討した。 

n 短くなった 長くなった
どちらともいえない・

分からない

全　　　体 1105 12.7% 4.2% 83.1%

下限額
　～10万円未満

43 18.6% 2.3% 79.1%

10万円以上
　20万円未満

398 13.1% 4.8% 82.2%

20万円以上
　30万円未満

556 12.4% 4.3% 83.3%

30万円以上
　～上限額

108 9.3% 2.8% 88.0%

受
給
額
水
準
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実際の求職活動期間が相対的に見て偶然とは言えない程度に短かったのだと考えられる。 

 

図表 3-1-5 求職期間の増減意識ごとの実際の求職活動期間 

（求職活動した人を対象、無回答は省略） 

 

 

（６）給付金受給額の水準ごとの受給後の再就職状況 

 

 再就職率について、前掲の図表 2-4-1 によれば「自営でない仕事についた」が 42.7％、「再

就職していない」が 54.3％という状況であった。それでは、給付金受給額が大きかった人は、

少なかった人と比較して再就職率が高かったのだろうか。 

 この点について、給付金の受給額水準ごとの再就職状況をクロス集計で確かめたのが図表

3-1-6 である。「自営でない仕事についた」の比率を見ると、「下限額～10 万円未満」と「30

万円以上～上限額」においてやや選択率が低く、その分「再就職していない」の選択率が高

い。すなわち、受給額と再就職率の関係は逆Ｕ字型の様相が見て取れる。そこで、受給額 4

水準と「自営でない仕事についた」選択有無で４×２の χ2 検定（「自営の仕事についた」を

除く）を行ったところ、有意ではなかった（χ2(3) = 3.5, p = .317）。したがって図表 3-1-6 に

見られる各群の回答比率の違いは偶然生じうる範囲の誤差であると考えられ、給付額の違い

によって再就職率に統計学的に有意な変化が生じているわけではないことが示唆された。 
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図表 3-1-6 給付金受給額の水準ごとの給付金受給後の再就職状況（無回答は該当者なし） 

 

 

（７）給付金受給額の水準ごとの再就職した人における給付から再就職までの期間 

 

 再就職した人における給付から再就職までの期間について、前掲の図表 2-4-2 によればそ

の平均値は 4.4 ヶ月であり、3 ヶ月以内との回答が全体の 38.0％（有効回答の 61.4％）を占

めていた。それでは、給付金の受給額の水準は再就職率自体には影響していなかったものの、

再就職した人の再就職までの期間を短くする効果はあったのだろうか。 

 この点について、給付金の受給額水準ごとの受給から再就職までの期間のクロス集計、お

よび各群の有効回答の平均値を見たのが図表 3-1-7 である。なお本設問は無回答率が極めて

高いため、ここでは無回答を除外した各群における該当率を示している。全体を概観すると、

「下限額～10 万円未満」の層の平均値が 5.8 ヶ月と、他の区分よりもやや高い点が注目され

る。そこで所要期間月数を従属変数とした受給額 4 水準の一要因分散分析を行ったが、有意

ではなかった（F(4,672) = .3, p = .871）。したがって図表 3-1-7 上では所要月数に群間で差が

あるように見えるが、これは偶然起こりうる誤差の範囲内と見なすべきである。給付金受給

額の水準の高低によって、再就職率に違いがないだけでなく、再就職した人の求職期間につ

いても違いがないことが示唆された。 

 

n
自営でない仕事につ

いた（シルバー人材セ
ンターの会員含む）

自営の仕事についた 再就職していない

全　　　体 2560 42.7% 3.0% 54.3%

下限額
　～10万円未満

91 34.1% 3.3% 62.6%

10万円以上
　20万円未満

806 41.2% 2.9% 56.0%

20万円以上
　30万円未満

1052 42.4% 2.9% 54.7%

30万円以上
　～上限額

229 37.6% 3.9% 58.5%

受
給
額
水
準
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図表 3-1-7 給付金受給額の水準ごとの給付金受給から再就職までの期間 

（再就職した人を対象、無回答は除外） 

 

 

２ 給付金受給時の就業意識がもたらす影響 
 

（１）65 歳当時の勤め先の離職理由ごとの給付金受給時の就業意識 

 

 給付金受給時の就業意識については、前掲の図表 2-3-4 によれば「就職にこだわらないが

条件のよいところがあれば就職してもいい」（以下、「就職にこだわらず」）、「仕事はしたいが、

急がないで自分にあった就職先をみつけようと思っていた」（以下、「仕事はしたいが急がず」）

といったさほど切迫感のない就業意識が合計で過半数を占めるという状況であった。また「で

きるだけ早く就職して、少しでも早く収入が欲しかった」（以下、「できるだけ早く」）という

切迫した就業意識の比率は 17.1％と限定的であった。それでは、65 歳当時の勤め先の離職理

由が会社都合であった人の場合には、自己都合で離職した人よりも就業意識は高いと言える

のだろうか。 

 この点について、離職理由を「会社都合」「期間満了」「自己都合」の 3 つに分けてそれぞ

れの就業意識状況をクロス集計で確認したのが図表 3-2-1 である8。全体を概観すると、「会

社都合」での離職者において「できるだけ早く」の選択率が 31.5％と際立って高く、その分

「就職にこだわらず」の選択率が低い様子が見て取れる。そこで、離職理由 3 水準と「でき

るだけ早く」の選択有無で３×２の χ2 検定を行ったところ、有意であった（χ2(2) = 30.5, 

p< .001）。したがって給付金受給者の中でも「会社都合」で止むを得ず離職に至った高齢者ほ

ど、再就職に向けて切迫した就業意識を持っていることが示唆された。 

                                            
8 複数回答において「倒産」「希望退職募集への応募」「その他の会社都合」のいずれか 1 つでも選択していれば

「会社都合」とした。それ以外の回答者で「定年又は定年後の再雇用期間の満了」「その他の契約期間の満了」

のいずれか 1 つでも選択していれば「期間満了」とした。それ以外の回答者で「自己都合」を選択していれば

そのまま「自己都合」とした。上記の 3 カテゴリーのいずれにも当てはまらない回答は、「無回答・その他」と

して除外した。 

n なし １ヶ月 ２～３ヶ月 ４～６ヶ月
７ヶ月
～１年

１年超
有効回答
の平均値

（ヶ月）

全　　　体 677 17.1% 20.2% 24.1% 14.2% 16.4% 8.0% 4.4

下限額
　～10万円未満

16 18.8% 12.5% 18.8% 25.0% 12.5% 12.5% 5.8

10万円以上
　20万円未満

203 17.2% 20.7% 24.6% 15.3% 14.3% 7.9% 4.4

20万円以上
　30万円未満

328 15.2% 21.0% 24.7% 13.1% 17.7% 8.2% 4.4

30万円以上
　～上限額

65 18.5% 23.1% 16.9% 13.8% 20.0% 7.7% 4.4

受
給
額
水
準
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図表 3-2-1 65 歳当時の勤め先の離職理由ごとの給付金受給時の就業意識（無回答は除外） 

 

 

（２）給付金受給時の就業意識ごとの応募社数 

 

 前項では会社都合で離職した人ほど切迫した就業意識を持っていることが示唆された。そ

れでは、切迫した就業意識を持っている人は、その切迫感を背景としてより多くの会社に応

募を行うといった行動傾向が見られるのだろうか。 

 この点について就業意識の区分ごとの応募社数 4 区分のクロス集計、および有効回答の平

均応募社数を図表 3-2-2 に示す。全体を概観すると、「できるだけ早く」就業したい人は「0

社」の該当率が低く、「4 社以上」の選択率が高く、有効回答の平均値で見ても 4.0 社と、他

の就業意識区分よりも高い応募行動が見て取れる。そこで応募社数に統計学的な差が見られ

るか検討したところ、「できるだけ早く」は、「仕事はしたいが急がず」、「就職にこだわらず」、

「とりあえず」の 3 区分より有意に応募社数が多かった。「仕事はしたいが急がず」は、「就

職にこだわらず」より有意に応募社数が多かった。「仕事はしたいが急がず」と「とりあえず」、

「就職にこだわらず」と「とりあえず」の間は応募社数に有意差は無かった9。 

 以上をまとめると、就業意識が高い人ほど受給後の求職活動において偶然とは言えない程

度に多くの企業に応募を行っていた。特に、「できるだけ早く」という切迫した就業意識を持

つ人は、そうでない人よりも応募社数が多かった。つまり、こうした本人の就業意識を事前

に測定すれば、その後の求職行動の活発性を予測できることが示唆された。これに前述の離

職理由と就業意識の関係を加味して考えると、本制度が真に高齢期の求職活動の支援を必要

とする人々に向けて手厚い給付を目指すのだとすれば、「会社都合で離職した人を中心に、切

迫した就業意識を持っている人」を重点に給付することも考えられる。 

 

                                            
9 応募者数を従属変数とする就業意識 4 区分の 1 要因分散分析を行うことを検討したが等分散が仮定できないた

め断念し、順位スコアを用いた Kruskal-Wallis 検定を行ったところ、有意であった（χ2(3) = 99.8, p< .001）。そ

こで Mann-Whitney 検定を 4 群間で 6 回実施し Holm 法で全体 5％水準に調整し有意性を検討した。 

n

できるだけ早く
就職して、少し
でも早く収入が

欲しかった

仕事はしたい
が、急がないで
自分にあった就
職先をみつけよ
うと思っていた

就職にこだわら
ないが条件のよ
いところがあれ
ば就職しても

いい

とりあえずハ
ローワークに求
職を申し込んで
おこうと思った

その他

全　　　体 2414 18.1% 28.3% 31.4% 13.4% 8.8%

会社都合 197 31.5% 26.9% 23.4% 12.2% 6.1%

期間満了 1699 17.6% 29.4% 33.2% 13.2% 6.6%

自己都合 419 13.4% 27.0% 30.5% 13.8% 15.3%

受
給
額
水
準
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図表 3-2-2 給付金受給後の就業意識ごとの給付金受給時の応募した会社数 

（求職活動した人を対象、無回答は除外） 

 
 

（３）給付金受給時の就業意識ごとの再就職の有無 

 

 前項では、切迫した就業意識を持つ給付金受給者はそうでない受給者よりも応募社数が有

意に多いことが示唆された。それでは、こうした活発な求職活動状況の結果として、就業意

識が高い人ほど受給後の再就職率が高い傾向が見られるだろうか。 

 この点について、給付金受給後の就業意識ごとの再就職状況をクロス集計で確認したのが

図表 3-2-3 である。全体を概観すると、「できるだけ早く就職して、少しでも早く収入が欲し

かった」人では「自営でない仕事についた」が 76.9％と、他の区分を圧倒する高い再就職率

である様子が見て取れる。当然ながら、この再就職率の違いは統計学的に有意である（就業

意識 4 水準×「自営でない仕事についた」選択有無：χ2(3) = 303.6, p< .001）。 

 したがって、切迫した就業意識を持つ給付金受給者は単に応募社数が多いだけでなく、実

際に受給後の再就職率も高いことが分かった。就業意識が求職行動だけでなく再就職率も予

測しうるという結果は重要と考えられる。 

 

図表 3-2-3 給付金受給後の就業意識ごとの給付後の再就職状況（無回答は該当者なし） 

 

 

n ０社 １社 ２～３社 ４社以上
有効回答
の平均値
（社数）

全　　　体 1143 17.1% 36.0% 30.7% 16.1% 2.4

できるだけ早く就職して、少しでも早く収
入が欲しかった

331 4.2% 33.8% 34.1% 27.8% 4.0

仕事はしたいが、急がないで自分にあっ
た就職先をみつけようと思っていた

410 16.3% 37.3% 31.5% 14.9% 2.1

就職にこだわらないが条件のよいところ
があれば就職してもいい

253 32.0% 35.6% 25.3% 7.1% 1.4

とりあえずハローワークに求職を申し込
んでおこうと思った

123 21.1% 40.7% 30.1% 8.1% 1.7

就
業
意
識

n
自営でない仕事につ

いた（シルバー人材セ
ンターの会員含む）

自営の仕事についた 再就職していない

全　　　体 2560 42.7% 3.0% 54.3%

できるだけ早く就職して、少しでも早く収
入が欲しかった

438 76.9% 2.3% 20.8%

仕事はしたいが、急がないで自分にあっ
た就職先をみつけようと思っていた

683 46.4% 4.4% 49.2%

就職にこだわらないが条件のよいところ
があれば就職してもいい

758 27.0% 3.2% 69.8%

とりあえずハローワークに求職を申し込
んでおこうと思った

323 31.6% 2.2% 66.3%

就
業
意
識
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３ 求職者の希望と実際の再就職先の違い 
 

（１）求職期間中の希望雇用形態と再就職先の雇用形態 

 

 再就職した人の雇用形態は、前掲の図表 2-4-4 によれば男女差が顕著であり、男性では比

較的雇用形態に多様性が見られる一方、女性では「パート」率が際立って高かった。それで

は、再就職した人々はどの程度の希望雇用形態を獲得できていたのだろうか。 

 この点について確かめるために再就職した人を対象として求職期間中の希望雇用形態と再

就職先の雇用形態のクロス集計を行ったところ、図表 3-3-1 の結果を得た。全ての希望雇用

形態において、希望通りの雇用形態に再就職できた人が最も多い様子が窺える。両回答で「分

からない」「無回答」を除く有効回答 723 件の全体で希望と実態の一致率を集計してみても、

73.4％と高い水準である10。したがって、再就職した高齢者のうち、4 人に 3 人は希望通りの

雇用形態に再就職していたということになる。 

しかし実際には、求職期間中の当初の希望がどの程度実現していたかどうかは再就職率も

加味して検討しなければならない。そこで希望雇用形態ごとの再就職率、および再就職率と

雇用形態の希望と実態の一致率を掛け合わせた、希望雇用形態への再就職率を図表 3-3-1 の

右部に示した。 

まず再就職率については「シルバー人材センターの会員」（85.9％）、「派遣社員」（82.4％）、

「正社員」（73.2％）が相対的に見て高く、「その他」（45.5％）、「決めていなかった・分から

ない」（46.6％）、「嘱託社員」（51.1％）が相対的に見て低かった。次に希望雇用形態への再就

職率については、「シルバー人材センターの会員」が 75.3％と 2 位以下に 17％ポイント近く

の差をつけて第 1 位、「派遣社員」が 58.8％で第 2 位、「パート」が 48.5％で第 3 位といった

状況であった。最も希望雇用形態への再就職率が低かったのは「嘱託社員」の 25.9％、次に

低かったのが「正社員・正職員」の 32.3％であった。 

ここで特に注目されるのは、「正社員・正職員」希望者の状況である。給付金受給後の求職

期間に「正社員・正職員」を目指していた人は、結果的には、希望通りの雇用形態を実現で

きなかった人が多い。しかし再就職率自体は高く、何らかの形で仕事に就くことができてい

る。この解釈には肯定的な見方と、否定的な見方が可能である。 

まず肯定的に見れば、「正社員・正職員」になるべく求職活動に励んだ人はたとえ希望が実

現しないにせよ再就職自体はしやすい、という解釈が可能である。確かに実際に 65 歳以上で

正社員になれるかというと現実的には厳しいが、それでも初めから「嘱託社員」や「パート」、

「アルバイト」を目指して求職活動を行っていた人よりも、正社員を目指して活動していた

                                            
10 再就職した人の中で、求職時に希望していた雇用形態を具体的に回答していた 723 名において、再就職後の雇

用形態が希望と一致していた人が 73.4％ということである。なお、この集計は図表 3-3-1 上では表記しにく

いため本文中のみの記述となる。 
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人のほうが再就職率が高いという結果は、希望雇用形態として「正社員・正職員」を設定す

ることの意義を示していると見なせる。 

一方で否定的に見れば、「正社員・正職員」を目指して活動していた人は実際に求職活動を

続ける中でいかに自分の希望の実現が難しいかに気がつき、他の雇用形態へと不本意ながら

妥協せざるを得なかった、という解釈も可能である。 

 

図表 3-3-1 求職期間中の希望雇用形態ごとの再就職先の雇用形態および再就職率 

（クロス集計は再就職した人を対象、再就職率は各雇用形態の希望者を対象※、無回答は除外） 

 

※「再就職率」は、希望雇用形態ごとに「『自営でない仕事についた』人数÷（希望者総数－『自営の仕事につい

た』人数）」で算出された。 

※「希望雇用形態への再就職率」は、上記式の分子を「希望通りの雇用形態で再就職した人数」に置き換えて算

出された。 

 

（２）求職期間中の希望所定労働時間と就職先の所定労働時間 

 

 前項では、雇用形態という観点からは 4 人に 3 人程度は希望が実現していたことが分かっ

た。それでは、所定労働時間の観点から見た場合には、求職期間中の希望はどの程度実現さ

れていたのだろうか。 

 この点について求職期間中に希望していた所定労働時間と再就職先での所定労働時間の 5

区分ごとのクロス集計、実数比較に基づく完全一致率と 5 時間差まで許容した場合の一致率

正社員
・正職員

嘱託社員 契約社員 派遣社員 パート アルバイト
シルバー人
材センター

の会員
その他 分からない

全　　　体 833 4.9% 7.9% 11.5% 3.1% 38.7% 16.8% 13.3% 2.6% 1.1% 61.1% 44.8%

正社員・正
職員

68 44.1% 11.8% 16.2% 1.5% 13.2% 5.9% 4.4% 1.5% 1.5% 73.2% 32.3%

嘱託社員 69 1.4% 50.7% 13.0% 1.4% 17.4% 4.3% 7.2% 4.3% - 51.1% 25.9%

契約社員 67 1.5% - 73.1% 3.0% 14.9% 4.5% 1.5% - 1.5% 62.7% 45.9%

派遣社員 14 - - - 71.4% 7.1% - 21.4% - - 82.4% 58.8%

パート 312 1.6% 2.6% 1.6% 2.2% 79.5% 4.2% 7.1% 1.0% 0.3% 61.0% 48.5%

アルバイト 128 0.8% 0.8% 5.4% 0.8% 6.2% 76.2% 6.2% 1.5% 0.8% 59.4% 45.2%

シルバー人
材センター
の会員

65 - - 1.5% 3.1% 3.1% 1.5% 87.7% 3.1% - 85.9% 75.3%

その他 4 - - - 25.0% - - - 75.0% - 45.5% 34.1%

決めていな
かった・分
からない

51 3.9% 19.6% 11.8% 2.0% 23.5% 9.8% 7.8% 13.7% 7.8% 46.6% -

n

求
職
期
間
中
の
希
望
雇
用
形
態

再就職率
希望雇用
形態への
再就職率

再就職先の雇用形態

調査シリーズNo.147

労働政策研究・研修機構（JILPT）



－42－ 

を図表 3-3-2 に示す。 

クロス集計を見ると、一見、「20 時間以内」の一致率 74.1％が高いように見える。しかし

完全一致率、および 5 時間差まで許容した一致率を見るとさほど他の区分との差が見られな

い。したがって、「20 時間以内」の区分がクロス集計上は一致率が高く見えるのは、単純に

この区分が他の区分よりも設定範囲が広い11ことに由来すると考えられる。再就職した人の

約 6 割は、概ね希望に近い所定労働時間で再就職していたことが分かる。 

 

図表 3-3-2 求職期間中に希望していた所定労働時間ごとの再就職先での所定労働時間 

（再就職した人を対象、無回答は除外） 

 

※「一致率」については、クロス集計のカテゴリ区分ではなく、回答者が記入した所定労働時間の実数に基づい

て希望と再就職先の状況の一致状況を見たもの。 

 

４ 今後の就業意識 
 

（１）年代ごとの再就職の有無と今後の就業意識 

 

 今後の就業意識について、前掲の図表 2-5-2 によれば 45.1％が「自分の健康・家庭事情等

から無理のない範囲でできる仕事があればしたい」（以下、「無理のない範囲で」）と回答して

いる。またこの比率は性差は見られないが、年代が上がるほど低下し「75 歳以上」では 26.3％

                                            
11 他の区分が 10 時間区切りであるのに対して、本区分は 20 時間区切りとなっている。 

20時間
以内

20～29
時間

30～39
時間

40時間 40時間超

全体 733 33.7% 30.7% 17.9% 12.3% 5.5% 38.5% 60.0%

20時間以内 162 74.1% 14.2% 6.2% 3.7% 1.9% 38.3% 62.3%

20～29時間 246 34.6% 54.1% 7.3% 2.8% 1.2% 36.2% 65.0%

30～39時間 164 17.1% 28.0% 42.1% 7.9% 4.9% 34.8% 50.0%

40時間 133 9.8% 16.5% 22.6% 45.1% 6.0% 45.1% 60.9%

40時間超 28 3.6% 3.6% 14.3% 14.3% 64.3% 50.0% 57.1%

n

希
望
し
て
い
た
所
定
労
働
時
間

再就職先の所定労働時間

完全
一致率

5時間差
まで許容
した一致

率
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となっている。それでは、再就職した人は、そうでない人に比べて今後の就業希望が高いの

だろうか。 

 この点について、年代ごとに再就職の有無と今後の就業希望をクロス集計した結果を図表

3-4-1 に示す。全体として見ると、再就職した人においては「無理のない範囲で」が 67.3％

となっており、これは再就職していない人の 35.6％を大きく上回っている。また、「すでに仕

事からは引退している」の比率については、再就職した人が 12.2％、再就職していない人が

35.7％と、（当然ながら）再就職した人のほうが「仕事から引退している」の比率（以下、「リ

タイア率」と略す）が低い。 

 次に年代ごとに見てみると、再就職した人の場合には年代が上がっても就業意識自体は維

持しており、「75 歳以上」でもリタイア率は 18.8％に留まっている。一方、再就職していな

い人においては「75 歳以上」においてリタイア率が 74.3％と大多数を占めており、就業の意

思を失っている人が多いことが分かる。再就職した人のほうがそうでない人よりも今後の就

業に期待・希望を持ちやすいという結果はある意味当然ではあるものの、「75 歳以上」とい

う高年齢においても再就職した人では 8 割超がリタイアを決意していないというデータは資

料的価値があると考えられる。 

 

図表 3-4-1 年代ごとの再就職有無と今後の就業意識 

（自営業者は今後の就業意識に回答していないため省略、無回答は除外） 

 

 

（２）就職先の雇用形態ごとの今後の就業意識 

 

 前項では、再就職した人は今後の就業意識が高いことが示された。それでは、再就職先の

雇用形態によってその傾向には違いが見られるのだろうか。 

 この点について再就職先の雇用形態ごとの今後の就業意識をクロス集計した結果が図表

n
正規の社員・
職員として
働きたい

自分の健康・
家庭事情等か
ら無理のない
範囲でできる
仕事があれば
仕事がしたい

就職するかど
うかはこだわら
ないが、もし条
件のよいところ
があれば就職

してもいい

特に決めて
いない

すでに仕事か
らは引退して

いる

再就職した 968 3.6% 67.3% 5.6% 11.4% 12.2%

　65～69歳 811 3.9% 69.3% 5.5% 11.2% 10.0%

　70～74歳 140 2.1% 55.0% 6.4% 12.1% 24.3%

　75歳以上 16 0.0% 68.8% 0.0% 12.5% 18.8%

再就職していない 1319 0.9% 35.6% 12.5% 15.3% 35.7%

　65～69歳 1071 1.1% 36.8% 13.4% 16.4% 32.2%

　70～74歳 210 0.0% 33.8% 9.0% 10.5% 46.7%

　75歳以上 35 0.0% 11.4% 2.9% 11.4% 74.3%
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3-4-2 である。一見すると「正社員・正職員」の「無理のない範囲で」の選択率が 42.9％と

低いように見えるが、実際には「正規の社員・職員として働きたい」が 23.8％おり、合計す

ると概ね他の雇用形態と同水準になる。それ以外では、「正社員・正職員」のリタイア率が

16.7％とやや高いが、総じて雇用形態による今後の就業意識の違いは小さく、再就職の有無

ほどの影響力は見られない結果となった。 

 

図表 3-4-2 再就職先の雇用形態ごとの今後の就業意識（再就職した人を対象、無回答は除外） 

 

 

（３）現在の健康状況と今後の就業意識 

 

 本章の最後に、回答者の現在の健康状況と今後の就業意識のクロス集計を行った結果を図

表 3-4-3 に示す。まず、健康状態が「大変よい」と「よい」については、ほぼ同水準の回答

傾向が見られ、「65～69 歳」でリタイア率が 2 割弱、「70～74 歳」で 3 割弱、「75 歳以上」で

も 3 割強といった状況であった。これに対して「普通」では、「無理のない範囲で」の選択率

がやや下がり、リタイア率も増加している。特に「75 歳以上」ではリタイア率が 64.0％と、

健康状態のよい人と比べて 2 倍程度まで増加している。さらに「よくない」ではリタイア率

が増加し、「大変よくない」では「65～69 歳」でもリタイア率が 61.9％と高くなっている。 

 いずれの年代でも「75 歳以上」のサンプル数が少ないため一般化可能性を過大視すべきで

はないものの、健康状況が良くなければ就業どころではないという状況が読み取れる結果と

言える。 

 

n
正規の社員・
職員として
働きたい

自分の健康・
家庭事情等か
ら無理のない
範囲でできる
仕事があれば
仕事がしたい

就職するかど
うかはこだわら
ないが、もし条
件のよいところ
があれば就職

してもいい

特に決めて
いない

すでに仕事か
らは引退して

いる

正社員・正職員 42 23.8% 42.9% 4.8% 11.9% 16.7%

嘱託社員 86 2.3% 68.6% 7.0% 10.5% 11.6%

契約社員 119 5.0% 71.4% 3.4% 10.9% 9.2%

派遣社員 30 6.7% 73.3% 6.7% 6.7% 6.7%

パート 335 2.7% 70.4% 4.5% 11.3% 11.0%

アルバイト 166 1.2% 68.1% 4.2% 13.9% 12.7%

シルバー人材センターの会員 94 2.1% 63.8% 10.6% 13.8% 9.6%

その他 28 3.6% 67.9% 7.1% 14.3% 7.1%

再
就
職
先
の
雇
用
形
態
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図表 3-4-3 現在の健康状況と今後の就業意識（無回答は除外） 

 

 
 

n
正規の社員・
職員として
働きたい

自分の健康・
家庭事情等か
ら無理のない
範囲でできる
仕事があれば
仕事がしたい

就職するかど
うかはこだわら
ないが、もし条
件のよいところ
があれば就職

してもいい

特に決めて
いない

すでに仕事か
らは引退して

いる

大変よい 284 4.6% 47.5% 12.0% 14.1% 21.8%

　65～69歳 233 5.2% 48.9% 12.4% 13.3% 20.2%

　70～74歳 47 2.1% 42.6% 8.5% 19.1% 27.7%

　75歳以上 3 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3%

よい 642 2.5% 56.1% 10.4% 12.1% 18.8%

　65～69歳 527 2.8% 57.3% 11.0% 12.3% 16.5%

　70～74歳 100 1.0% 52.0% 9.0% 9.0% 29.0%

　75歳以上 15 0.0% 40.0% 0.0% 26.7% 33.3%

普通 1075 1.5% 47.9% 9.7% 13.8% 27.2%

　65～69歳 897 1.7% 49.9% 10.0% 14.2% 24.2%

　70～74歳 151 0.7% 39.1% 8.6% 12.6% 39.1%

　75歳以上 25 0.0% 28.0% 0.0% 8.0% 64.0%

よくない 244 0.4% 42.2% 4.9% 17.2% 35.2%

　65～69歳 191 0.5% 45.5% 5.2% 20.9% 27.7%

　70～74歳 47 0.0% 34.0% 4.3% 4.3% 57.4%

　75歳以上 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

大変よくない 25 0.0% 16.0% 8.0% 12.0% 64.0%

　65～69歳 21 0.0% 14.3% 9.5% 14.3% 61.9%

　70～74歳 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

　75歳以上 3 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7%
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第４章 主要な調査結果と今後の課題 

 

 本章では、前章までに見てきた調査結果の中から主要な結果を整理し、最後に残された今

後の課題について報告する。 

 

１ 給付金受給の実態 
 

 給付金の受給額は平均で 21.5 万円であり、男性では 20 万円以上が半数以上いたが、女性

では 20 万円以上は 3 割程度に留まった。給付金を知ったきっかけについては退職時の会社説

明が 4 割程度と最も選択率が高かったが、従業員数が 100 人未満の事業所では 100 人以上の

事業所と比較して 10％ポイント程度、統計学的に有意に選択率が低かった。給付金の周知の

ために企業の協力を求めるにあたっては、特に小規模企業への制度の周知が必要と考えられ

る。 

 

２ 給付金受給者の求職活動状況 
 

 給付金受給者の求職活動内容としては「不明・その他」を除くとハローワークが最も選択

率が高く、次いで 2 位が親戚・知人への依頼、3 位が新聞等の求人広告であった。給付金受

給者の 7 割超は受給後の求職活動期間が半年以内という状況であった。また応募社数につい

ては平均で 2.4 社、半数以上は 3 社以内の応募数であった。全体として給付金受給者の求職

活動は短期間かつ限定的な応募数によって構成されていたと考えられる。ただし応募社数の

少なさは、求職活動の不活性というよりも応募できる求人数自体が限られていた可能性も考

慮されるべきである。 

 

３ 給付金受給者の就業意識 
 

 給付金受給者全体では「できるだけ早く」という切迫した就業意識を持って求職活動に取

り組んだ人は 18.1％と限定的であり、半数以上は「急がないで」、もしくは「条件の良いと

ころがあれば」といった就業意識であった。ただし、会社都合で離職せざるを得なかった人

の場合には「できるだけ早く」就業したかった人が 3 割超に及び統計学的に有意に該当率が

高かった。また、こうした切迫した就業意識を持つ人はそうでない人と比べて応募社数が統

計学的に有意に多く（全体平均 2.4 社、切迫意識層平均 4.0 社）、また最終的な再就職率も統

計学的に有意に高い水準であった（全体 42.7％、切迫意識層 76.9％）。給付金受給後の求職

活動が成功するか否かは、本人の就業意識によって左右されることが示唆された。 
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４ 受給者の再就職状況 
 

 前節でも述べたが、受給者全体では給付金受給後の再就職率は 42.7％であった。諸々の観

点からの再就職状況を端的に一文でまとめれば、「再就職率自体は 50％未満と低いが、再就

職成功者は比較的短期間の求職活動を経て非正規職を中心に希望通りの雇用形態に就いてい

るケースが多い」ということになる。 

このうち特に重要な知見として、「正社員・正職員」希望者は最終的な希望実現率は 32.3％

と低いものの再就職成功率自体は 73.2％と高かった点が挙げられる。前章でも述べた通りこ

の結果の解釈は肯定的にも否定的にも捉え得るが、いずれにせよ前節で述べた就業意識の影

響も踏まえて基礎的なデータとして活用されるべきと考えられる。 

 

５ 給付金に関する受給者の評価 
 

 給付金に関する評価として、本調査では(1)生活補助効果としての評価、(2)求職活動期間の

増減効果の評価、(3)再就職先選定への影響評価、(4)給付額の水準に関する評価、(5)引退時期

への影響評価、の 5 点を尋ねた。このうち、(1)の生活補助効果に関しては 6 割が「助けにな

った」と肯定的な回答をしているものの、(2)、(3)、(4)、(5)については「影響なし」「どちら

ともいえない」「わからない」等の正負の評価を避ける回答が多数を占めていた。また、これ

らの評価は実際に受け取った受給額（5.54～32.025 万円）の水準によって変わるということ

はなかった。したがって多くの給付金受給者にとって給付金は確かに生活費の足しにはなっ

たものの、それが求職活動に具体的な正負の質的・量的変化を及ぼしたかどうかについては

判断できなかった様子が窺われる。 

この点について、そもそも給付金受給時の求職活動に要した費用の平均額が 1.4 万円、再

就職成功者の入職経路 1 位が家族・友人といった縁故であったことも踏まえて考えると、65

歳以上の高齢者の求職活動の成否は「費やした金額の問題ではない」ケースが多いことが示

唆されている。したがって、給付金の受給が直接的に求職活動に及ぼした影響と言われても

回答者はどう答えて良いか分からず、「生活費の足しになった」としか評価のしようが無かっ

たのかもしれない。 
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６ 受給者における今後の就業意識 
 

 給付金受給者における今後の就業意識については、60代後半で 2割強、70代前半で 3割強、

70 代後半以降で 5 割強が「すでに仕事からは引退している」と回答した。これは裏を返せば、

60 代後半で 8 割弱、70 代前半で 7 割弱、70 代後半以降でも 5 割弱は明確な引退を決意して

いるわけではないということであり、潜在的な就業希望を持つ高齢者の裾野は広い様子が窺

われる。 

ただし、こうした就業意識も本人の健康状況に深く依存しており、回答時現在の健康状況

が「大変よい」「よい」「普通」の人ではリタイア率が 2～3 割に留まる一方、「よくない」人

では 35.2％、「大変よくない」人では 64.0％がリタイアを決意している。したがって 65 歳以

降の就業率を高めるにあたっては、健康状態がよくない高齢者については健康の維持増進の

支援が重要である。ただし回答者全体では「大変よい」「よい」「普通」の 3 項目の該当者で

全体の 8 割超を占めており比較的元気な高齢者が多く、この多数派を対象として雇用の促進

を図ることは引き続き重要と考えられる。 

 

７ 今後の課題 
 

 以上のように、本調査では高年齢求職者給付金の受給者を対象とした調査結果から多くの

新たな知見を取得することができた。特に給付金受給者の受給時の求職活動状況、および受

給後の再就職状況について豊富なデータが得られた点は重要である。引退を決意しているわ

けではない潜在的な就業希望者が多いという知見も他の調査結果と整合性が見られ、重要と

考えられる。 

しかし一方で、給付金の評価という観点からは多くの課題が残された。回答者の主観的な

評価では給付金は「生活の足しになった」程度しか明確な評価が得られておらず、むしろ本

人の就業意識のほうが再就職の成否の主要な規定要因であることが示唆されている。給付額

の適切な水準設定についても、第 3 章でいくつかの関連する設問との間でクロス集計を取り

つつ確認したものの、いずれも水準間で回答状況の違いは見られなかった。 

また、そもそも本調査では給付金受給者のみを対象として実施されているため、給付金の

受給有無の効果を本調査の結果内で検討することは原理的に不可能である。したがって給付

金の受給効果を検討する場合には、今後、非受給者に関する他の調査結果との比較などによ

って精査してゆく必要がある。 
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高年齢求職者給付金に関するアンケート調査 

～ご記入にあたってのお願い～ 

１．このアンケートは、雇用保険の高年齢求職者給付金（注）の今後のあり方についての検討にあ

たって参考にさせていただくためのものです。 

２．ご記入いただいたアンケート票は、個人情報保護に照らして厳格に管理、取り扱いを行います。

ご記入いただいた内容は、すべて統計的に処理され、高年齢求職者給付金をより効果的なものに

するための基礎資料とする以外の目的には使用しません。また、個人が特定されたり、推測され

るような形でとりまとめたり、発表されたりすることはありません。安心してお答えください。

３．分からない質問、答えたくない質問、回答が難しい質問があったときは、答えなくてもかまい

ません。その質問を飛ばして、答えられる質問にだけお答えください。 

（注）あなたが 65 歳以降に離職した際に、ハローワークから支給された一時金のことをいいます。

労働政策研究・研修機構

 

問１．あなたの性別をお答えください。（○は１つ） 

１．男性 ２．女性 

 

問２．あなたの年齢をお答えください。 

                           歳 

 

問３．あなたが 65 歳になったときにお勤めだった会社についておうかがいします。 

 問３－① その会社には、いつからいつまで雇用されていましたか。 

 

  西暦         年      月から         年      月まで 

 

 問３－② その会社の規模（会社全体の従業員の数）は、次のどれでしたか。（○は１つ） 

１．99 人以下 ２．100～299 人 ３．300～999 人 

４．1,000 人以上 ５．わからない  

 

 問３－③ その会社をお辞めになる直前の賃金は、月額でいくらくらいでしたか。 

    （手取り額でなく、税金や社会保険料などをひかれる前の額をお書きください。） 

 

 

月額        万   千円   （回答例：月額   １ ４ 万 ３ 千円） 

 

 問３－④ その会社をお辞めになる直前は、どのような雇用形態でしたか。（○は１つ） 

１．正社員・正職員 ２．嘱託社員 ３．契約社員 

４．派遣社員 ５．パート ６．アルバイト 

７．その他（                  ） ８．なんともいえない 

 

 問３－⑤ その会社をお辞めになったときの離職理由は何でしたか。（○はいくつでも） 

１．倒産等 ２．希望退職募集への応募 

３．その他の会社都合 ４．定年又は定年後の再雇用期間の満了 

５．その他の契約期間の満了 ６．自己都合 

７．その他（            ） ８．わからない 
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問４．支給された高年齢求職者給付金や、そのときの求職活動（職さがし）の状況についておうかが

いします。 

 問４－① 高年齢求職者給付金の支給があったのはいつですか。 

 

        西暦         年     月 

 

 

 問４－② 高年齢求職者給付金という一時金が支給されることを、どのようにお知りになりまし

たか。（もっとも近いもの一つに○をしてください。） 

１．退職するとき会社から説明された ２．ハローワークに行って初めて知った 

３．自分で事前に調べて知っていた ４．その他（           ） 

 

 問４－③ 高年齢求職者給付金は、求職期間中の生活の助けとなりましたか。（○は１つ） 

１．おおいになった ２．まあまあなった ３．どちらともいえない 

４．あまりならなかった ５．まったくならなかった ６．わからない 

 

問４－④ そのとき、仕事につくことへのお考えはどのようなものでしたか。（○は１つ） 

１．できるだけ早く就職して、少しでも早く収入が欲しかった 

２．仕事はしたいが、急がないで自分にあった就職先をみつけようと思っていた 

３．就職するかどうかにはこだわらないが、もし条件のよいところがあるのであれば就職して

もいいと思っていた 

４．とりあえずハローワークに求職を申し込んでおこうと思った 

５．その他（                              ） 

 

問４－⑤ その求職期間にどのような活動をされましたか。行った活動や利用・活用した機関・

媒体としてあてはまるものすべてに○をしてください。 

１． 親戚や知人への依頼・訪問 ２．就職情報誌に掲載された求人への応募、

照会 

３． インターネットの就職・求人情報に掲載

された求人への応募、照会 

４．新聞等の求人広告欄に掲載された求人へ

の応募、照会 

５． 民間の就職あっせん機関での応募、相談、

照会 

６．労働者派遣会社での応募、相談、照会 

７． 市町村等の無料職業相談での応募、相談、

照会 

８．ハローワークでの応募、相談、照会 

  （高年齢求職者給付金受給時は除く。） 

９． 民間の教育訓練機関の教育訓練の受講 10．公共職業訓練機関の職業訓練の受講 

11．シルバー人材センターへの会員登録 12．不明・その他 

 

 

 問４－⑥ 高年齢求職者給付金の支給を受けられた後、実際に求職活動（※）をされた期間はど

れくらいですか。（○は１つ）※現在、求職活動中の方は、現時点での求職活動期間を

選んでください。 

１．１ヶ月くらい ２．２～３ヶ月くらい ３．４～６ヶ月くらい 

４．７ヶ月～１年くらい ５．１年超  

  （※）求職活動：問４－⑤の選択肢１～11 の活動をいいます。 

 

問 ４ － ⑫ に 飛

んでください。
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問４－⑦ その求職期間に、何社の会社に応募されましたか。また、何回の採用面接を受けまし

たか。（１社で複数回の面接があったときは、それぞれの回数をカウントしてください。

また、正確な回数が分からなければ、おおよその回数で結構です。） 

 

 ・応募した会社数       社 ・受けた採用面接       回 

 

問４－⑧ 求職期間中は主にどのような雇用形態を希望していましたか。（○は１つ） 

１．正社員・正職員 ２．嘱託社員 ３．契約社員 

４．派遣社員 ５．パート ６．アルバイト 

７．シルバー人材センターの会員 ８．その他（    ） ９．決めていなかった・分からない

 

問４－⑨ 求職期間中に希望していた１週間の所定労働時間（いわゆる残業時間を除いた労働時

間）は何時間くらいですか。 

                

         週あたり 約      時間 

  

問４－⑩ 問４—⑤の求職活動のために要した費用は、合計でいくらくらいでしたか。 

   （採用面接のための会社訪問や、その他の求職活動のための交通費等も含みます。） 

 

         万   千円  （回答例：    1  万 0 千円） 

 

 問４－⑪ 高年齢求職者給付金の支給を受けたことにより、求職期間は、短くなったと思います

か、長くなったと思いますか。（○は１つ） 

１．短くなった ２．長くなった ３．どちらともいえない・分からない 

 

 問４－⑫ 高年齢求職者給付金の支給を受けた後、再就職されましたか。（○は１つ） 

１．自営でない仕事についた 

  （シルバー人材センターの会員含む） 

２．自営の仕事についた 

３．再就職していない 

 

問５．再就職された方に、再就職の状況についておうかがいします。 

 問５－① 再就職されたのはいつですか。（○は１つ） 

 

  西暦           年      月 

  

問５－② 就職先への就職経路は、どれですか。（○は１つ） 

１．親戚や知人 ２．就職情報誌 ３．インターネットの就職・求人情報 

４．新聞等の求人広告欄 ５．民間の就職あっせん機関 ６．労働者派遣会社 

７．市町村等の無料職業相談 ８．ハローワーク ９．シルバー人材センター 

10．その他（          ） 

問５－③ 就職先の雇用形態は、次のうちどれですか。（○は１つ） 

１．正社員・正職員 ２．嘱託社員 ３．契約社員 

４．派遣社員 ５．パート ６．アルバイト 

７．シルバー人材センターの会員 ８．その他（     ） ９．分からない 

次の問５にお答えください。 

問６に飛んでください。 

問 7 に飛んでください。 
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問５－④ １週間の所定労働時間は何時間ですか。 

     （いわゆる残業時間を除いた労働時間）  週あたり     時間 

  

問５－⑤ 雇用契約期間は決められていますか。（○は１つ） また、「１．決められている」場

合、雇用契約期間はどのくらいですか。 

 

                       年      ヶ月間 

 

 問５－⑥ 仕事の内容は、問３の会社でのときと比べて変わりましたか。（○は１つ） 

１．ほとんど同じ仕事 ２．同じである部分が多い ３．同じ部分は少ない 

４．同じ部分はない ５．なんともいえない  

 問５－⑦ 賃金は、月額でいくらくらいですか。 

 

月額        万   千円  （回答例：月額    １ ２ 万  ５ 千円） 

 

問５－⑧ 高年齢求職者給付金の支給を受けたことにより、就職先を選ぶ条件に変化がありましたか。

（○は１つ） 

１． より高い条件の就職先を選ぶようにな

った 

２．より低い条件の就職先にも範囲を広げて選ぶように

なった 

３． とくに変化はなかった ４．なんともいえない・分からない 

 

問６．今後の就業希望についておうかがいします。 

問６－① 今後の就業希望として、もっともあてはまるものはどれですか。（○は１つ） 

１．正規の社員・職員として働きたい 

２．自分の健康・家庭事情等から無理のない範囲でできる

仕事があれば仕事がしたい 

３．就職するかどうかはこだわらないが、もし条件のよい

ところがあれば就職してもいい 

４．特に決めていない 

５．すでに仕事からは引退している 

 

 問６－② 高年齢求職者給付金の支給を受けたことで引退された時期が変わりましたか。（○は１つ） 

１．引退時期を遅らせる要因となった ２．引退時期を早める要因となった 

３．とくに影響はなかった ４．なんともいえない・分からない 

   問６－②にお答えいただいたあとは、問７にお答えください。 

＜すべての方へ＞ 

問７．あなたの現在の健康状況は、次のどれがもっとも近いですか。（○は１つ） 

１．大変よい ２．よい ３．普通 

４．よくない ５．大変よくない  

問８．高年齢求職者給付金の給付額に関してどう思いますか。（○は１つ） 

１．就職活動の費用から

みて、必要以上の金

額だと思った 

２．就職活動の費用

に 見 合 っ た 金

額だと思った 

３．就職活動の費用か 

らみて、少な過ぎ

ると思った 

４．なんともいえな

い・分からない

 

１．決められている 

２．決まっていない 

次の問にもお答えください。

問７に飛んでください。

調査はこれで終わりです。ご協力を感謝します。お手数ですが、同封の返信用封筒にてご返送ください。
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３ 高年齢求職者給付金の受給額計算方法 
 

 本文にも記載した通り、計算式は基本的には下記のように概念化できる。 

 

給付額 ＝ 離職直前 6 ヶ月の賃金合計 ÷ 180 × 給付率 × 算定日数 

    ①       ②    ③ 

   

     賃金日額（④） 

 

       基本手当日額（⑤） 

 

プロセス１：算定日数（③）の決定 

 

算定日数は、雇用保険の加入期間が１年未満であれば「30 日」、１年以上であれば「50 日」

とされている。そこで本調査では、問３の「65 歳当時の勤め先の雇用期間」に基づいて算出

された勤続月数（図表 2-2-3）を用いて、12 ヶ月未満であれば「30 日」、12 ヶ月以上であれ

ば「50 日」に設定した。厳密には 65 歳当時の勤め先の雇用期間と当人の雇用保険加入期間

が一致する保証は無いが、ここでは便宜的な方法として上記の処理を採用した。なお、この

基準において 12 ヶ月未満に該当したのは有効回答の 0.6％のみであり、本調査のデータのほ

とんどは 12 ヶ月以上のケースで占められていた。 

 

プロセス２：離職直前 6 ヶ月の賃金合計（①）の決定 

 

 離職直前 6 ヶ月の賃金合計については問３－③の「離職直前の月の賃金」（図表 2-2-5）を

単純に 6 倍して算出した。その際、問３の雇用期間が 6 ヶ月に満たないケースが 0.1％見ら

れたが、給付金受給者は受給資格として「被保険者期間が通算 6 ヶ月以上あること」を満た

しているはずなのでそのまま 6 倍して算出した。 

 

プロセス３：賃金日額（④）の決定 

 

 賃金日額は、上記のプロセス２で決定した合計賃金を 180 で割って算出した。ただし賃金

日額には上限額と下限額が設定されており、平成 25 年 8 月 1 日付の 65 歳以上の人の賃金日

額は 29 歳以下と同じ、上限 12,810 円、下限 2,310 円となっている。この基準がそのまま適

用され、賃金日額は 2,310～12,810 円の範囲に修正された。なお本調査データでは、有効回

答の 2.5％が下限額、9.7％が上限額に該当した。 
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プロセス４：給付率（②）および基本手当日額（⑤）の決定 

 

 給付率の計算は本計算式において最も複雑なものとなっている。厚生労働省が Web 上で公

開している資料1の一部を抜粋する。表中、「29 歳以下の場合」となっているが、「※１」と

して欄外に「離職時の年齢が 65 歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表

を適用します。」と表記されている。 

 

図表. 基本手当日額の計算方法詳細（厚生労働省作成資料の抜粋） 

 
 

 この基準に基づいて、上記のプロセス③で決定した賃金日額について 2,310 円以上 4,610

円未満の人は給付率を「0.8」として基本手当日額は「賃金日額×0.8」で算出された。11,680

円超 12,810 円以下の人は給付率を「0.5」として基本手当日額は「賃金日額×0.5」で算出さ

れた。12,810 円の上限額に達している人は、基本手当日額は「6,405 円」とされた。 

 さて、残る 4,610 円以上 11,680 円以下の場合の基本手当日額については下記の計算式に基

づいて決定される。 

 

y ＝ (－3w2+70,390w )/70,700 

 

 左辺 y が基本手当日額であり、右辺 w が賃金日額である。直感的な理解が難しい計算式だ

が、この式を用いると賃金日額が 4,610 円のとき給付率が 80％で 3,688 円、賃金日額が 11,680

円のとき給付率が 50％で 5,840 円となり、隣接する区分との間で整合性が取れている。 

 なお、この基本手当日額についても上限額 6,405 円、下限額 1,848 円が設定されているが、

賃金日額の上限・下限を既に適用しているため算出される結果は自動的にこの範囲に収まる

ことになる。 

 

                                            
1 厚生労働省「雇用保険の基本手当（失業給付）を受給される皆様へ」(2015/10/02 参照) 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf 
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プロセス５：給付額の算出 

 

 最後に、上記プロセス④で算出された基本手当日数にプロセス①で設定した算出日数を乗

算して、給付額が算出された。本文の繰り返しとなるが、最終的な給付額の範囲は下限額が

5.54 万円、上限額が 32.025 万円であった。 

 

以上 
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